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第1章 計画策定にあたって。
1 計画策定の趣旨。
ほん市では、1999年6月に「男女共同参画基本法」が制定されたことを受け、同年8月に男女共同参画社会の実現に向けた対策と、その関係施策のあり方について広く市民の意見を反映させ、今後の施策推進に資するため、「豊川市男女共同参画懇話会」を設置しました。その後、男女共同参画に関する市民の意見を把握するための意識調査を実施し、2001年3月に「自立と支え合いの男女共同参画社会」を将来像に掲げた「とよかわ男女共同参画プラン」（第1次計画）を策定し、2004年3月には、同計画を改訂しました。
2009年4月1日からは男女が性別に関わりなく、互いに人権を認め合い、自立した個人として社会のあらゆる分野に希望を持って対等に参画し、その責任を担うことができる男女共同参画社会の実現を目指した「豊川市男女共同参画推進条例」を施行しました。
2011年3月には、2020年度を目標とする「豊川市男女共同参画基本計画」（第2次計画）を策定し、将来像である『自立と支え合いの男女共同参画社会』を目指す取組を継続し、2016年3月には同計画の改訂を行いました。
2021年3月には、第2次計画の計画期間が満了することから、「豊川市男女共同参画基本計画」（第3次計画）（以下、「本計画」という。）を策定しました。
2025年は、第3次計画の中間年度となることから、これまでのほん市の取組について評価を行うとともに、男女共同参画計画をめぐる状況の変化を踏まえ、中間見直しを行いました。
2 計画期間。
計画の期間は、2021年度から2030年度までの10年間ですが、本計画の内容は中間年度に見直しを行い、改めて2026年度から2030年度までの5年間の施策を定めたものです。なお、計画期間中においても社会情勢の変化や施策の進捗状況などを踏まえて、必要に応じて見直しを行うことがあります。
3 計画の位置づけ。
本計画は、「豊川市男女共同参画推進条例」第11条に基づく男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な計画であり、「男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）」第14条第3項に規定する「市町村男女共同参画計画」として位置付けます。
PDF形式の資料では、 計画の位置づけを図を示していますが、ここでは省略します。
2015年の国連総会において、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択されました。この2030アジェンダは、先進国と開発途上国が共に取り組むべき国際社会全体の普遍的な目標として採択され、その中に「持続可能な開発目標(SDGs）」として、17のゴールと169のターゲットが設定されています。本計画も、この「持続可能な開発目標（SDGs）」を意識して策定しています。
PDF形式の資料では、 持続可能な開発目標(SDGs）の図を示していますが、ここでは省略します。
4 豊川市の男女共同参画の現状・課題。
（1）人口・世帯の状況。
1.ほん市における人口及び世帯数の推移
ほん市の人口は、増加傾向で推移していましたが、近年は減少しており、2025年9月末日時点では、185,427人、83,218世帯となっています。1世帯あたりの人員は減少傾向で、2025年9月末日時点では、2.23人となっています。核家族化や高齢者の単身者世帯（単独世帯）の増加が世帯人数の減少を招いています。
PDF形式の資料では、 本市における人口及び世帯数の推移の図を示していますが、ここでは省略します。
また、本計画の「基本目標2 個性と能力を発揮して活躍できるまち」は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」第6条第2項に基づく「市町村推進計画」として、「基本目標3 誰もが安心して暮らせるまち 施策の方向10 誰もが安心して暮らせる生活環境づくり」は「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（女性支援新法）」第8条第3項に基づく「市町村基本計画」として、また「基本目標3 誰もが安心して暮らせるまち 施策の方向11 配偶者等からのあらゆる暴力の根絶」は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（DV防止法）」第2条の3第3項に基づく「市町村基本計画」及び「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（女性支援新法）」第8条第3項に基づく「市町村基本計画」として位置付けます。
2.性別・年齢階層別の人口構成比。
年齢別人口割合について、2020年と2025年を比較すると、2025年は、団塊の世代である70歳代と団塊ジュニアと言われる第二次ベビーブーム層の50歳代前半の割合が高く、人口ピラミッドが5年スライドしていることがわかります。
PDF形式の資料では、2020年と2025年の性別・年齢階層別の人口構成比の図を示していますが、ここでは省略します。
（2）労働の状況。
ほん市における女性の労働力率は、30歳代を谷とし、20歳代後半と40歳代後半が山になるいわゆる「M字カーブ」となっています。内閣府厚生労働省の令和6年雇用動向調査によると、男性よりも女性のほうが結婚、出産、育児等を理由とした離職率が高くなっています。25～29歳並びに30～34歳の労働力率は全国水準と同等程度の割合になっています。一方で、結婚、出産、育児期における働く環境整備が十分でないことが関係しているとも考えられます。
このため、事業所における結婚、出産、育児期における働く環境づくりを商工会議所等の経済界と連携しながら、改善していくことが重要です。
PDF形式の資料では、年齢階級別労働力の図を示していますが、ここでは省略します。
2024年1年間の離職率を性別にみると、「個人的理由」（「結婚」「出産・育児」「介護・看護」及び「その他の個人的理由」の合計）によるものは、男性は8.8パーセント、女性は12.9パーセントで、男性よりも女性のほうが「個人的理由」による離職率が高くなっています。
PDF形式の資料では、離職理由別離職率の推移の図を示していますが、ここでは省略します。
ライフスタイルや結婚観等の多様性が高まる中、未婚率は男女ともに高まりつつあり、40～59歳の男性の未婚率は24.4パーセントで全国水準と同等程度であり、女性の未婚率は11.9パーセントと低いものの、着実に上昇しています。こうした未婚率の高まりは、合計特殊出生率にも影響を及ぼし、少子化が加速していくことになります。
PDF形式の資料では、40～59歳の未婚率の推移の図を示していますが、ここでは省略します。
合計特殊出生率をみると、2013年をピークに減少傾向にあります。2023年では1.26と全国の1.20より高いですが、愛知県の1.29より低くなっています。
PDF形式の資料では、合計特殊出生率の推移の図を示していますが、ここでは省略します。
国立社会保障・人口問題研究所が推計した将来人口をみると、10年後の2035年は17.5万人、20年後は16.6万人となり、現在よりも約2万人減少すると予想されています。生産労働人口（15～64歳人口）の割合は、約60パーセントから約54パーセントへと約6ポイント減少し、労働力不足が懸念され、女性の就業支援を一層促していくことが重要です。
PDF形式の資料では、豊川市の将来人口の図を示していますが、ここでは省略します。
（3）豊川市における審議会等委員への女性登用率推移。（付属機関を対象。名古屋市を除く数値。）
豊川市における審議会等委員への女性登用率の推移をみると、30パーセントを超えており、県内平均に比べ、高くなっていますが、目標値である45パーセントには到達しておらず、今後も女性の登用を促進していくことが必要です。
PDF形式の資料では、豊川市における審議会等委員への女性登用率推移の図を示していますが、ここでは省略します。
（4）男女共同参画社会の形成をより積極的に推進していくために行政が力を入れていくこと。
男女共同参画に関する市民意識調査の今後の行政の取組に必要なことについては、「保育の施設・サービス、高齢者の入所施設、介護サービス等を充実する」の割合が44.1パーセントと最も高く、次いで「男女平等を目指した法律・制度の制定や見直しを行う」の割合が30.0パーセント、「職場での男女の均等な取扱いが図られるよう企業等に働きかける」の割合が23.1パーセントとなっています。
2019年度調査と比較すると、「男女平等を目指した法律・制度の制定や見直しを行う」の割合が増加しています。一方、「保育の施設・サービス、高齢者の入所施設、介護サービス等を充実する」の割合が減少しています。
PDF形式の資料では、今後の行政の取組に必要なことについてのアンケート結果の図を示していますが、ここでは省略します。
5 第3次計画における中期目標（令和3年4月から令和7年3月）の達成状況。
男女共同参画に関する市民意識調査（以下、「市民へのアンケート調査」という。）、並びに事業所意識調査（以下、「市内事業所へのアンケート調査」という。）の結果によると、第3次計画における中間目標の達成状況では、「男は仕事、女は家庭」という考え方に同感する人の割合が中間目標値を達成できたものの、ジェンダーにとらわれた社会通念や慣行、固定観念はいまだに根強く存在しています。また、各分野で平等・公平だと感じる市民の割合は、未達成の状況であり、特に家庭生活、法津•制度、社会全体については、前回実績値より後退しており、パートナーで共同して家事などを行える雰囲気づくりやセミナーの実施、男女共同参画に関連する法律・制度の周知、女性の活躍の推進に向けたセミナーの開催など、男性・女性が社会で対等に生活できる環境づくりの啓発活動が必要です。
また、事業所における女性管理職の割合や、「仕事と家庭生活と地域•個人の生活の三つとも大切にしている」人の割合においても中間目標を達成していますが、今後も、ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、事業所における育児・休業制度の取得推進を始めとした取組や子育て環境や介護環境を整えていく必要があります。
一方で、DVを受けたことがある人の割合や、DVを受けた時、相談したかったが相談しなかった人の割合は、前回実績値より増加しています。DVは性別に関係なく重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を形成していく上で根絶すべき重要な課題となります。相談窓口の広報・啓発とともに、庁内関係各課との連携の強化による相談体制を拡充していくことで、被害が深刻化する前に相談できる環境を整備することが必要です。
PDF形式の資料では、第3次計画（令和3年～令和7年）の目標達成状況の図を示していますが、ここでは省略します。
第2章 計画の基本的な考え方。
1、将来像「自立と支え合いの男女共同参画社会」。
本計画は、ほん市に住む人をはじめ、働く人、訪れる人など、ほん市に関係するすべての人が、ジェンダー平等の視点から、人権を尊重し、社会や地域、職場など、あらゆる分野に対等に参画するとともに、性別や年齢、国籍、出自、障害の有無にかかわらず、幅広く個々の多様性を認め合いながら、それぞれの個性と能力を十分に発揮でき、責任を担うことができる男女共同参画社会の実現を目的としたものです。
「豊川市男女共同参画推進条例」に定める基本理念に基づき、市と市民や教育に携わる者、市民活動団体、事業者が、あらゆる分野で男女共同参画の意識や視点を持ち、一人ひとりが自身の能力を活かしながら、自らの意思と責任のもとに自立し、男女が対等な社会の構成員として互いに認め合い、支え合う、心豊かな社会を目指します。
【豊川市男女共同参画推進条例基本理念（条例第3条）】
1．男女が性別による差別的取扱いを受けることなく、個人として人権が尊重され、自らの意思と責任によりそれぞれの生き方を選択し、個性と能力を発揮する機会が均等に確保されること。
2．ジェンダーによる固定的な役割分担意識に基づく社会制度や慣行が、社会のあらゆる分野の活動における男女の自由な選択を制限することのないよう配慮されること。
3．男女が社会の一員として、社会のあらゆる分野における方針の決定、計画の立案等に対等に参画する機会が確保されること。
4．男女が家庭においてそれぞれの個性を尊重し、家族の一員としての役割を果たすとともに、互いの協力と社会的支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動とそれ以外の活動の両立ができるよう配慮されること。
5．男女が互いの性の理解を深めるとともに、リプロダクティブ・ヘルスとリプロダクティブ・ライツが尊重されること。
6．男女共同参画の推進に向けた取組が国際的な理解と協調の下に行われること。
また、本計画を策定するにあたり、次のような重点的な取組に留意する必要があります。
（1）男女双方の意識改革、理解の促進。
性別にかかわらず、持続可能な働き方や仕事以外の個人としての多様な活動に参加し役割を持つことが、生涯にわたり豊かな人生をもたらすと考えられます。子どもをはじめ様々な世代で、固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見・固定観念、アンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）などを植え付けず、男女双方の意識を変えていく取組などが不可欠です。
（2）子どもへの男女共同参画の理解の促進。
次代を担う子どもたちが、子どもの頃から男女共同参画への理解を深め、性別によってその可能性が狭められることなく、自立してそれぞれの個性と能力を伸ばすことができるよう健やかに成長していくことが重要です。
（3）あらゆる分野における女性の参画拡大。
経済・社会などあらゆる分野において、女性の活躍が進むことは、少子高齢化・人口減少の進展、人々の価値観の多様化が進む中で、様々な視点が確保されることにより、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある持続可能な社会を生み出します。このような社会を実現するため女性の活躍の機会を拡大していくことが必要です。
（4）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）。
働くことを希望する全ての人が、仕事と子育て・介護・社会活動等を含む生活との二者択一を迫られることなく、働き続け、職業能力開発やキャリア形成の機会を得ながらその能力を十分に発揮することが重要です。このため、ライフイベント等への対応も含め、多様で柔軟な働き方等を通じた仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が必要です。
（5）男女共同参画の視点に立った生活上の困難者に対する支援。
社会の変化を背景に、高齢者、単身世帯やひとり親世帯など、様々な生活困難を抱えている人々や、障害があること、外国人であること、女性であること等でさらに複合的に困難な状況に置かれている人々もいます。こうした様々な生活困難を抱える人々が、自立し、安心して暮らしていけるよう、人権尊重や個人の置かれた状況に配慮した支援が必要です。
（6）配偶者等からのあらゆる暴力の根絶。
配偶者等からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、決して許されるものではなく男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。また、あらゆる暴力に対する防止対策や被害者支援など幅広い取組を総合的に推進することが必要です。
（7）男女が平等に共同参画し多様性を尊重する社会。
男女共同参画の推進は、性別や年齢、国籍、出自、障害の有無などにかかわらず、幅広く多様な個人を認め合う社会の実現につながり、すべての人がその個性と能力を十分に発揮できる社会を目指していくことが重要となります。
「男性」と「女性」は、単純に区分するのではなく、一人ひとりの個性と多様性を認め合える社会を推進していくことが必要です。
これらのことを踏まえ、将来像「自立と支え合いの男女共同参画社会」をほん市の男女共同参画社会の将来像として、継承していきます。
2 基本目標。
ほん市の男女共同参画社会の将来像を実現するため、「男女共同参画社会基本法」及び「豊川市男女共同参画推進条例」の基本理念と地域特性を勘案し、次のとおり3つの基本目標を定め、施策に取り組みます。
基本目標1、人権を尊重した男女共同参画社会に向けた意識の向上。
日本国憲法では、個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、持続可能な開発目標（SDGs）ではすべての人々の人権を実現し、ジェンダー平等とすべての女性と女児の能力強化の達成を目指しており、男女共同参画社会の形成にあたっては、根本となる人権を尊重できる人づくりは欠かせません。
男女共同参画社会実現の大きな障害となっている要因の一つには、長い時間をかけて人々の意識の中で形成された性差による固定的な役割分担意識があります。
このため、人権と男女共同参画に関する固定的な役割分担意識等の改革を一層進め、それを定着させるための広報・啓発を促進するとともに、旧来の社会制度や慣行にとらわれない意識を幼少期から啓発するなど、全世代を対象とした男女共同参画社会の一層の意識醸成を図っていきます。
施策の方向1、男女共同参画に関する広報・啓発の推進。
施策の方向2、子どもへの男女共同参画の理解の促進。
基本目標2、個性と能力を発揮して活躍できるまち 。（豊川市女性活躍推進計画）
男女共同参画社会においては、性別に関係なく、誰もが地域社会づくりの担い手として、その能力を十分に発揮し、生き生きと働くことができ、国や地方公共団体における政策や民間団体、地域における方針の立案及び決定などあらゆる分野において、平等に参画する機会が確保されることが重要です。
特に、職場は生活の経済的基盤を形成するものであり、女性に限らず誰もが多様で柔軟な働き方が実現できることや、性別による差別的な扱いを受けないことなど、個性と能力を発揮できる機会の確保が必要です。
ジェンダーにとらわれた旧来の社会通念や固定観念を取り除き、誰もが多様な働き方が選択できる職場づくりを進めるとともに、行政や地域社会の中において、女性が活躍する機会創出を積極的に進め、主に女性が担っていた分野への男性の参画を促し、性別に関係なく、職場、家庭生活、地域活動などあらゆる分野で個性と能力を発揮して活躍することができるまちを目指します。
施策の方向3、男女平等の職場環境づくりの推進。
施策の方向4、女性の就業支援。
施策の方向5、方針決定・計画立案等への女性の参画促進。
施策の方向6、家庭・地域活動における男女共同参画の推進。
施策の方向7、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進。
基本目標3、誰もが安心して暮らせるまち。
誰もが共に安心して暮らしていくうえで、最も基本的なことは、生涯にわたって健康で充実した生活を送ることです。家庭や地域社会を取り巻く環境は、少子高齢化や家族形態の核家族化、地域社会における人間関係の希薄化などにより大きく変化しています。
特に女性であることを理由に生活困窮などの日常生活や社会生活を営む上で困難な問題に直面することが多いのが現状です。
こうした様々な問題に配慮し、市民のライフステージに沿った切れ目のない健康づくりを推進するとともに、誰もが自立し、社会を支える一員となるため、安心して暮らすことができる社会を構築していくために、困難な問題を抱える女性が、その意思を尊重され、自立した生活を営むことができる社会を実現していくことが重要となります。
また、女性に対する暴力は重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を形成していくうえで根絶すべき重要な課題となります。
さらに、災害対策においては、女性と男性が災害から受ける影響やニーズの違いに配慮していくことが重要です。
平常時だけでなく、様々な困難に陥った場合でも、誰もがそれぞれのライフステージに応じた心身の健康と充実した生活環境づくりができ、生涯にわたり健康で安心して暮らせるまちを目指します。
施策の方向8、生涯を通じた健康づくりの支援。
施策の方向9、男女共同参画の視点からの防災の推進。
施策の方向10、誰もが安心して暮らせる生活環境づくり。
（豊川市困難な問題を抱える女性への支援に関する計画を含む）
施策の方向11、配偶者等からのあらゆる暴力の根絶。
（豊川市DV防止基本計画）
（豊川市困難な問題を抱える女性への支援に関する計画を含む）
3基本計画概念図。PDF形式の資料では、 基本計画概念図を示していますが、ここでは省略します。
4施策体系図。PDF形式の資料では、 施策体系図を示していますが、ここでは省略します。
第3章．
施策の展開。
基本目標1、人権を尊重した男女共同参画社会に向けた意識の向上。
施策の方向1 、男女共同参画に関する広報・啓発の一層の推進。
現状と課題。 
ほん市では、性別による偏見や差別をなくすため、男女共同参画情報紙「ゆい」の発行や、男女共同参画週間にて男女共同参画社会基本法などに関するパネル展示、市民向けの講演会・講座等の開催、男女共同参画社会に関する法律や条例を市民に周知するなど、男女共同参画社会の実現に向けた広報及び啓発を実施してきました。
また、せいの多様性に関して、豊川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の運用や「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」への参加などを実施し、周知を行っています。
さらに、ボランティア活動の情報の周知や、活動団体の情報を広く周知するため、とよかわボランティア・市民活動センターへの登録の推奨や、ボランティア・市民活動情報紙の発行を行っています。
市民へのアンケート調査結果における「男は仕事、女は家庭」という考え方に「同感する」と「ある程度同感する」と回答した人は、全体として22.0％となりました。また、男女共同参画に関する用語の認知度については、「ジェンダー」「LGBTQ」「男女共同参画社会」の割合が高く、どれも半数以上の人が知っている状態です。認知度が最も高い「ジェンダー」は、79.6％となりました。  
また、男女共同参画に関する法律・条例等の認知度も、「男女共同参画社会基本法」を知らない人が40.9％、「豊川市男女共同参画推進条例」を知らない人が72.2％となっており、市民の認知度が約3割と低い状態の「豊川市男女共同参画推進条例」についても、市民意識の向上を図るための取組がまだまだ必要です。
ほんしでは、家庭や地域、職場、新聞やテレビ等の、あらゆる場やメディアを通じて、さまざまな機会で、男女共同参画の意義や必要性について広報・啓発を行ってきましたが、今後もさらに、多くの市民に男女共同参画を正しく理解されるよう、すべての市民を対象とした広報活動及び周知啓発を推進していく必要があります。
さらに、市民へのアンケート調査結果では、LGBTQ関連で現在起きていると思う人権問題について、「差別的な言動をされること」が42.8％と最も高く、次いで「職場、学校等で嫌がらせやいじめを受けること」が38.5％、「就職・職場で不利な扱いを受けること」が32.1％となっています。
性的指向や性自認の多様性について理解が促進されるよう人権教育を推進していく必要があります。特に、職場・学校での嫌がらせやいじめ、差別などの人権問題に対応するため、職場や学校への周知啓発を強化し、具体的な差別防止対策を講じることが重要です。
ＰＤＦ形式の資料では、市民へのアンケート調査結果4つを示していますが、ここでは省略します。
アンケートの設問。「男は仕事、女は家庭」という考え方について。男女共同参画の用語の認知度。男女共同参画に関する法律・条例等の認知度。LGBTQ関連で現在起きている人権問題について。
基本施策1。
男女共同参画推進のための広報・啓発の一層の推進。
人権尊重の理念に対する理解を深めるとともに、男女共同参画意識の高揚と理解の促進を図ります。また、各人が自らに保障された法律上の権利や、ジェンダーによる固定的役割分担意識といった固定観念を生じさせないように、広報活動をはじめとした各種啓発事業に取り組みます。
・人権週間や男女共同参画週間などの機会を捉え、人権及び男女共同参画に関する啓発記事を掲載します。
・ 男女共同参画情報紙「ゆい」を発行し、男女共同参画に関する理解の促進と啓発を実施します。
・ 男女共同参画社会基本法をはじめ、豊川市男女共同参画推進条例などの法律、条例を市民に周知し、男女共同参画社会の実現に向けた啓発と協力を促します。
・ 各種パンフレットや啓発物品などを配布、貸出します。
・ 講演会、講座、研修会など、市民協働などの手法を取り入れながら実施します。
【主な担当課。】人権生活安全課。
基本施策2 。
男女共同参画に関する調査研究及び情報発信の強化。
国や地方公共団体、市民活動団体などが行う男女共同参画に関する情報を収集して市民や事業所へわかりやすく提供します。男女共同参画施策を一層充実させていくため、市民の男女共同参画に関する意識と事業所の男女共同参画に対する取組を調査します。
・ 国や地方公共団体などの男女共同参画に関する情報の収集に努め、ホームページや情報紙を通じて分かりやすく提供します。
・ 男女共同参画に関連する市民活動の情報を収集・提供します。
・ 市民や事業所などに対し男女共同参画に関する総合的な意識調査を定期的に実施します。
【主な担当課。】人権生活安全課、市民協働国際課、秘書課。
施策の方向2。
子どもへの男女共同参画の理解の促進。
現状と課題。
ほんしでは、豊かな心と健やかな体を育む教育を実現するという目標のもと、道徳教育の充実や人権教育の推進に取り組みました。また、男女共同参画の意識づくりにつながる学校教育の充実を図るとともに、教職員・保育士向けジェンダー研修などを実施し、男女共同参画や性の多様性の理解に努めてきました。
市民へのアンケート調査結果では、現在の子育ての方針（子どもがいない人はどう育てたらよいと思うか）について、「男女の区別なく、その子の個性を尊重し育てる」が68.9％、「男は男らしく、女は女らしく育てる」が7.9％となっています。「どちらともいえない」という回答も20.9％となっています。
今後も、子どもの頃から男女共同参画についての理解を深め、性別にとらわれない個人の能力を生かした多様な選択を可能にする教育に取り組み続けていくことが重要です。
また、市民へのアンケート調査結果では、男女共同参画の形成をより積極的に推進していくために、行政はどのようなことに力をいれていくことが必要だと思うかについて、学校教育の面からみると「学校教育において子どもたちが男女共同参画に関する正しい知識を習得できるようメディアリテラシーについての学習の充実を図る」が19.8％、「学校教育や社会教育等の生涯学習の場で男女平等と相互理解についての学習の充実を図る」が18.3％となっています。
今後も、男女共同参画の理解を深める学校教育を実施していくとともに、子どもの保護者に対しても、男女共同参画の意識づくりにつながる学校教育への周知や啓発をあわせて進めていく必要があります。
ＰＤＦ形式の資料では、市民へのアンケート調査結果2つを示していますが、ここでは省略します。
アンケートの設問。現在の子育ての方針（子どもがいない人はどう育てたらよいと思うか）について。今後の行政の取り組みに必要なことについて。
基本施策5 。
保育及び学校における人権教育及び男女共同参画の推進。
保育及び学校教育において、人権及び男女共同参画の意識づくりにつながる教育や事業、学習教材の導入を進めるとともに、教職員等に対する研修を充実・強化します。
・ 児童・生徒にお互いの個性や能力を尊重し、協力して行動する心の育成を図るため、人権の尊重と男女共同参画についての学習を学校の実情に応じて実施します。
・ 男女共同参画を考慮した学習教材を選択します。
・ 保育園や小・中学校の事業に性別を問わず多くの保護者や家族、地域住民が参加できる機会をつくります。
・ 児童・生徒の男女共同参画についての関心を高めるため、作品の募集及び募集した作品の展示をし、市民に対して啓発を行います。
・ 小・中学校の実情に応じて男女混合名簿を取り入れ、名簿の扱いについては、個人情報の漏えいに注意します。
・ 心の問題を抱える児童・生徒やその保護者及び小・中学校関係者に対する心理教育相談を実施します。
・ 教員、養護教諭、保育士を対象に研修を実施します。
【主な担当課。】学校教育課、保育課、人権生活安全課。
基本目標2。
個性と能力を発揮して活躍できるまち。
【豊川市女性活躍推進計画。】
施策の方向3。
男女平等の職場環境づくりの推進。
現状と課題。
ほんしでは、事業所に対し、男女共同参画情報紙「ゆい」や市ホームページにおいて、男女共同参画に関わる法律に関する情報の周知を図るとともに、雇用や就労における男女の格差を解消するための啓発や、事業所への積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の推進を促してきました。また、家族経営協定の普及啓発や、農村生活アドバイザー制度の活用の取組も進められています。
市民へのアンケート調査結果では、男女ともに働きやすい社会環境をつくるために重要なことについて、「男女ともに家事・育児・介護への参画を進めること」が38.6％と最も高く、次いで「パートタイムなどの労働条件を向上させること」が31.2％、「保育園、児童クラブなどの育児環境を充実させること」が31.0％となっています。
事業所へのアンケート調査結果では、女性従業員が働きやすくなるための取組について、「女性用トイレの設置・増設」が37.9％と最も高く、次いで「育児休業制度・介護休業制度の利用促進」が29.9％、「女子更衣室の設置・増設」が26.4％となっています。
また、事業所の約3割が「育児休業制度・介護休業制度の活用（男女とも）」がまだ実現されておらず、また10.3％が実現できているか判断できないと回答しています。実現されていない事務所の割合は、商業・サービス業や、従業員が少ない事務所で高い傾向がみられます。
現状の事業所の取組は、物理的な環境設備が主となっている状態のため、制度面や労働条件等の改善措置を強化するように働きかけていくことで、働く場における男女平等を図っていくとともに、事業所に対して、様々な情報を発信し、雇用や就労における男女の格差の解消や企業における積極的改善措置を促進していく必要があります。
ＰＤＦ形式の資料では、市民へのアンケート調査結3つを示していますが、ここでは省略します。
アンケートの設問。男女ともに働きやすい社会環境とつくるために重要なこと。女性従業員が働きやすくなるための取組について。「育児休業制度・介護休業制度の活用（男女とも）」について。
基本施策6 。
あらゆる職場における男女共同参画の推進。
事業所や商工業、農林水産業などの自営業者に対して、男女共同参画への理解と取組の重要性を周知し、積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の推進を促します。
・ 性差別のない職場づくりや女性活躍の裾野を広げるための啓発を実施します。
・ 男女共同参画への理解と取り組み意識を高めるための出前講座を開催します。
・ 積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の取組を促進するための情報を提供します。
・ 農業における労働環境の改善を促すため、「家族経営協定」の普及啓発を実施します。
・ 農村生活アドバイザーを積極的に活用します。
・ 男女共同参画への理解を高めるための職員研修を実施します。
【主な担当課。】人権生活安全課、商工観光課、農務課、人事課。
基本施策7。
雇用機会均等の促進。
事業所に対し、雇用機会均等法などの労働関係法律の周知を強化していくとともに、雇用に関する情報提供を充実させ、男女平等な雇用機会均等を啓発します。
・ 市民及び事業所に対し、雇用機会均等法及び労働基準法など、雇用に関する法律について周知や啓発を進めます。
・ 事業所に対し、男女の均等な雇用機会の確保を図るための啓発を実施します。
・ 女性活躍推進法に基づき、女性職員の採用割合などの女性の職業選択に資する情報を公表します。
【主な担当課。】商工観光課、人権生活安全課、人事課。
施策の方向4 。
女性の就業支援。
現状と課題。
ほんしでは、女性活躍の裾野を広げるため、男女共同参画情報紙「ゆい」や市ホームページにおいて、あいち女性輝きカンパニー等認証制度等に関する記事の掲載や、在宅勤務、フレックスタイム制等の情報発信、キャリア継続・キャリアアップのための研修等を行い、女性が希望どおりに就職・就労でき、働く女性が能力を十分に発揮しながら働き続けることができる社会づくりを目指してきました。また、女性のチャレンジ支援の啓発活動も行っており、とよかわ創業塾では多くの女性が参加しています。
市民へのアンケート調査結果では、女性が仕事を持つことについての考え方で、「仕事を持ち続けるほうがよい」が56.5％と最も高く、次いで「子どもができたら退職し、大きくなったら再び就職するほうがよい」が22.7％、「子どもができるまでは、仕事を持つほうがよい」が5.0％となっています。「仕事を持ち続けるほうがよい」の割合は、女性のほうが高くなっています。
今後も引き続き、女性が自身のキャリア形成や家族の状況等に応じて希望した形で働くことができるよう、多様な働き方が可能な職場環境の整備や、女性の就業継続・再就職・起業の支援に取り組んでいく必要があります。
また、事業所へのアンケート調査結果では、女性従業員の人材活用に関する課題で、「家庭の状況を考慮する必要がある」が46.0％と最も高く、次いで「男女で従事する職務内容が分かれている」が20.7％、「女性従業員自身の昇進の希望が少ない」が19.5％となっており、企業に対しては、女性従業員に対する固定的な性別役割分担に基づく偏見等をなくしていくための啓発に取り組むことも重要です。
ＰＤＦ形式の資料では、市民へのアンケート調査結果2つを示していますが、ここでは省略します。
アンケートの設問。女性が仕事を持つことについての考え方について。女性従業員の人材活用に関する課題について。
基本施策9。
女性の活躍を支援する多様な働き方の推進。
女性が柔軟に働ける環境や、女性の人材活用の機会を増やしていくため、事業所などに対して、女性の活用や柔軟な働き方などの啓発を進めます。
・ えるぼし認定やあいち女性輝きカンパニー認証制度についての情報提供を行い、女性の就業機会や人材活用など女性活躍推進への啓発を実施します。
・ 事業所に対し、テレワークやフレックスタイム制など、柔軟な勤務形態に関する情報を提供し、制度の導入等を促進します。
【主な担当課。】人権生活安全課、商工観光課。
基本施策10。
女性の就業継続・再就職・起業の支援。
家庭の状況等に応じて希望した形での働き方ができるように、就労の継続や女性のライフステージに対応した就職の支援、起業などにチャレンジするための情報提供や啓発を進めます。
・ 出産・育児によってキャリアが中断されることのないよう、キャリア継続・キャリアアップのための啓発を行います。
・ 生涯を通じて社会と関わりを持ちながら活躍できるよう、結婚・出産・子育てにより離職した者への学習支援や能力開発を支援する講座を開催します。
・ 国などが実施する女性のチャレンジや起業に関する情報提供と啓発を実施します。
【主な担当課。】人権生活安全課、商工観光課。
施策の方向5。
方針決定・計画立案等への女性の参画促進。
現状と課題。
ほんしでは、男女共同参画情報紙「ゆい」において、あいち女性輝きカンパニー認証企業への取材記事や、ポジティブ・アクションに関する記事を掲載するなどの周知を図り、事業所及び団体、地域に対し、方針や意思決定の場において、女性の参画拡大を啓発し、女性の役員や管理職などへの登用を促しました。また、そのための教育・学習機会を提供することにも努めました。
事業所へのアンケート結果では、管理職のうち女性の割合は、17.0％となっています。女性管理職の割合は、サービス業・商業では高く、建設業・製造業では低い傾向がみられます。
女性従業員が働きやすくなるための取組について、「女性のキャリアアップのための研修」が10.3％にとどまっています。
今後も引き続き、各種分野での女性の参画拡大と、そのための教育・学習機会の充実に取り組んでいく必要があります。女性管理職の割合が低い業種に対して重点的に啓発を行うとともに、各企業が、女性のキャリアアップのための研修等の具体的な支援を、積極的に行うように働きかけていくことが必要です。
ＰＤＦ形式の資料では、管理職のうち女性の割合についての図と市民へのアンケート調査結果、女性従業員が働きやすくなるための取組について。を示していますが、ここでは省略します。
基本施策11。
職場や地域活動における方針決定過程への女性の参画拡大。
事業所及び団体、地域に対し、方針や意思決定の場において、女性の参画拡大を啓発し、女性の役員や管理職などへの登用を促進します。また、市が設置する審議会等委員の男女構成割合が均衡となるように、とりわけ女性の少ない審議会などにあっては、女性の登用を促進するとともに、審議会などに市民からの意見を反映するように取り組みます。
・ 事業所における役員や管理職への女性の登用を促進し、女性の能力が発揮できる機会を支援します。
・ 団体、地域における女性役員登用など地域活動や市民活動に男女が平等に参画できる環境づくりに努めます。
・ 政策・方針決定の場における性別不均衡の是正を図るとともに、審議会等委員の女性比率が45％以上となるよう、女性の委員登用を促進します。
・ 性別を問わず広く市民からの意見・提言を反映するため、審議会など委員への市民公募による登用を促進します。
【主な担当課。】人権生活安全課、商工観光課。
施策の方向6。
家庭・地域活動における男女共同参画の推進。
現状と課題。
固定的な性別役割分担意識にとらわれることなく、仕事や家庭の責任を男女が協力して担っていくことが、男女共同参画を推進することにつながります。
ほんしでは、庁内職員への研修をはじめ、地域活動や市民活動で男女が対等なパートナーとしてともに活躍できる環境づくりを支援する「男女共同参画推進でまえ講座」の開催や、地域で活躍する男女共同参画に関する団体への支援を行うなど、家庭や地域に対し男女共同参画についての啓発や学習の機会を提供することに努めました。
また、ボランティアに関する情報の周知のため、市民活動情報紙の発行や、広報への記事の掲載などを実施しています。
地域においては、災害に強いまちづくりに向けて、男女双方の視点を取り入れた体制づくりを目指し、女性の防災リーダーを育成する講座等を実施しています。
市民へのアンケート結果では、「男性が優遇されている」と感じる分野は「社会通念、慣習、しきたり」が67.1％で最も高く、次いで「社会全体」が59.7％となっています。どちらも、女性の回答者のほうが男性優遇と答えた割合が高くなっています。
家庭での役割については、理想の役割分担では「子どものしつけ・教育」「介護」「家庭における重要な決定」で「夫婦共同」の割合が、「食事のしたく」「日常の家計管理」で「主に妻」の割合が、「生活費の確保」で「主に夫」の割合が高くなっています。
一方、実際の役割分担では、「食事のしたく」で「主に妻」の割合が、「生活費の確保」で「主に夫」の割合が特に高くなっています。また、「生活費の確保」「自治会・町内会活動」「家庭における重要な決定」の3項目を除く8項目で、「主に妻」の割合が、「主に夫」にくらべて非常に高い状態です。
「食事のしたく等の家事は女性が行い、生活費の確保は男性が行うもの」といった根強い固定的な性別役割分担の意識が残っていることなどから、今後も引き続き、家庭や地域に対して、様々な機会を通じて、男女共同参画に関する周知啓発を進めていくとともに、男女が対等な立場でそれぞれの役割を担うという意識の醸成に努めることが重要です。
ＰＤＦ形式の資料では、市民へのアンケート調査結果3つを示していますが、ここでは省略します。
アンケートの設問。各分野で男女どちらが優遇されていると思っているかについて。家庭での役割について（理想）。家庭での役割について（現実）。
基本施策13。
家庭・地域活動における男女共同参画の推進。
家庭や地域に対し、男女共同参画についての啓発や学習の機会を提供し、地域やボランティア・市民活動団体が行う活動を支援します。
・ 家庭や地域、市民活動団体向けの男女共同参画の学習機会を提供します。
・ 家庭における男女共同参画を促進するため、「家庭の日」の普及啓発を実施します。
・ 家事は女性の仕事という意識を改善するため、広報紙や情報紙、ホームページなどを利用して家庭での男女共同参画に関する情報を提供します。
・ 男女双方の視点を取り入れ、自主防災会の牽引役である防災リーダーや防災ボランティアコーディネーターを養成する講座を実施します。
【58ページ、基本施策20に再掲。】
・ 地域で活躍する団体や子育てサークルなどが実施する事業を支援し、団体の育成を図ります。
・ 地域で活躍する団体やグループのネットワークづくりを促進します。
・ 地域のボランティア活動への参加の機会を拡充するため、学習の機会やボランティア情報を提供します。
・ 地域における伝統文化の継承、学習講座などを通じて、子どもや若者、高齢者など、世代間交流を実施します。
【主な担当課。】人権生活安全課、生涯学習課、危機管理課、子育て支援課、
市民協働国際課、農務課。
施策の方向7。
ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進。
現状と課題。
ほんしでは、事業所に対し、仕事と育児・介護、地域生活の両立が可能となる働き方を支援するため、ワーク・ライフ・バランスの考え方や経営上のメリット、必要性等について情報提供を行ってきました。また、男性向けの料理教室の開催、父親同士の交流や情報交換を目的とした教室や、男性の地域活動への参加促進など、家庭・育児や地域活動に男性が積極的に参加できるよう、意識の醸成と機会づくりに努めました。
加えて、ファミリー・サポート・センター事業や、放課後児童クラブの実施など、子育て環境の充実を図る取組も実施しています。
市民へのアンケート調査結果では、ワーク・ライフ・バランスについて、希望としては「仕事と家庭生活をともに優先したい」が28.9％と最も高くなっています。
しかし、現実には、「仕事を優先している」が29.1％と最も高くなっています。「仕事を優先している」の割合は、性別でみると男性の割合が高く、年代別でみると30歳代の割合が高くなっています。
男女がともに家事、子育て、介護、地域活動などを行うために必要なことは、「仕事と家庭の両立について支援制度などの環境整備をする」が39.3％と最も高く、次いで「仕事優先という社会全体の仕組みを改める」が34.1％、「労働時間の短縮や休暇制度を充実させる」が33.2％となっています。
男性の育児への参画を促していくために重要なことは、「男性が育児休暇制度を利用しやすくなること」が52.8％と最も高く、次いで「男性が育児に取り組む意識をもつこと」が44.4％となっています。
介護を担当する人については、「妻」が26.8％と最も高く、次いで「娘」が25.8％、「息子」が16.2％となっています。
社会で介護を担っていくために重要なことは、「介護休暇制度を利用しやすくすること」が60.6％と最も高く、次いで「気軽に介護の問題について相談できる窓口をもうけること」が51.9％となっています。
今後も引き続き、家庭や地域活動における男性の積極的な参加を促し、ワーク・ライフ・バランスを推進していくことが必要です。また、子育て環境や介護環境を整えていくとともに、事業所における育児・休業制度の取得推進を始めとしたワーク・ライフ・バランスに対する取組を充実させていく必要があります。あわせて、介護や育児は女性が主に担うものという根強い思い込みの解消を図っていくことも重要です。
ＰＤＦ形式の資料では、介護認定の状況についての図と市民へのアンケート調査結果6つを示していますが、ここでは省略します。
アンケートの設問。ワーク・ライフ・バランスについて（理想）。ワーク・ライフ・バランスについて（理想）。男女がともに家事、子育て、介護地域活動などを行うために必要なことについて。男性の育児への参画を促していくために重要なことについて。介護を担当する人について。社会で介護を担っていくために重要なことについて。
基本施策14。
ワーク・ライフ・バランスの推進と啓発。
事業所に対し、仕事と育児・介護、地域生活の両立ができるようワーク・ライフ・バランスの考え方や経営上のメリット、必要性や先進事例などを情報提供し、取組について啓発します。また、学校教育においてもワーク・ライフ・バランスに関する学習に取り組みます。
・ ファミリー・フレンドリー企業や育児・介護休業制度等の情報を提供し、取組に向けての啓発を行います。
・ 事業所における社会活動への参加や取組などの啓発を行います。
・ 児童・生徒に対しワーク・ライフ・バランスの理解のため、家庭科などの授業において家庭や地域、仕事についての学習を行います。
【主な担当課。】商工観光課、市民協働国際課、人権生活安全課、学校教育課。
基本施策15。
男性の家庭・地域活動等への参画促進。
家庭や地域活動に男性も積極的に参画する意識の醸成と、機会づくりなどの支援に取り組みます。
・ 従来、女性が担うという意識が高かった育児や介護について、男性も担うという意識の醸成を図ります。
・ 男性の家事や育児、介護、地域活動の参画のための啓発・交流及び学習機会を提供します。
・ 子ども会やPTAなど、女性が参加する割合の多い地域活動に男性の参加を促進します。
【主な担当課。】子育て支援課、保健センター、人権生活安全課、生涯学習課。
基本施策16。
子育て環境の充実化。
豊川市子ども・子育て支援事業計画に基づき、家庭や地域における子育て支援、安心して子育てができる切れ目のない支援、仕事と子育ての両立の推進などに関する事業に取り組みます。
・ 保育需要の高い3歳みまん児の受入拡充を図るとともに、市民ニーズに見合う保育サービスを提供します。
・ 相談体制の整備や保護者の交流、子育て自主グループの活動支援など、各種子育て支援サービスを実施します。
・ 子どもの居場所づくりに向けて、児童健全育成活動を推進します。
・ 保護者の経済的負担を軽減するため、医療費助成制度を実施します。
・ 地域全体で子育てにやさしいまちづくりを推進します。
・ 悩みを抱えている青少年に対し、適切な助言や支援を提供します。
・ 子どもや若者を健やかに育成するための啓発や支援を実施します。
【主な担当課。】保育課、子育て支援課、保険年金課、人権生活安全課、生涯学習課。
基本施策17。
介護環境の充実化。
豊川市高齢者福祉計画・東三河広域れんごう介護保険事業計画に基づき、高齢者に関する相談・支援事業を充実させるとともに、家族介護者への支援を実施します。
・ 高齢者の総合的な相談窓口として、福祉相談センターの機能を充実します。
・ 誰もが介護に携わることができるように、介護保険制度の周知や介護技術の習得支援、家族介護者同士の交流の場を提供し、家族介護者を支援します。
【主な担当課。】介護高齢課。
基本目標3。
誰もが安心して暮らせるまち。
施策の方向8。
生涯を通じた健康づくりの支援。
現状と課題。
女性はライフサイクルを通じて男性とは異なる健康上の問題に直面することを、だれもが理解することが、男女が生涯を通じて心身ともに豊かな生活を送ることにつながることから、ほんしでは、ライフステージに応じた心身の健康づくりを進めてきました。また、リプロダクティブ・ヘルス/ライツについて、男女共同参画週間や市ホームページにて周知を図ってきました。
加えて、女性や妊婦の健康保持と健全な出産や育児ができるよう、健康教室・健康相談の開催、妊産婦の健康診査、子育て教室の開催などを開催してきました。
しかし、市民へのアンケート調査結果では、「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」という言葉を知っている人は2.0％で、前回調査と比較すると0.5ポイント減少しています。
今後も、市民のライフステージに応じた健康づくりを推進していくとともに、女性の健康を考える上で非常に重要である、「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」という言葉の認知度が極めて低いことが大きな課題であることを踏まえ、周知啓発をより一層強化する必要があります。
ＰＤＦ形式の資料では、市民へのアンケート調査結果、リプロダクティブ・ヘルス/ライツという言葉の認知度について。を示していますが、ここでは省略します。
基本施策18。
学校、家庭、職場における健康づくりの促進。
市民のライフステージに沿った切れ目のない健康づくりや健康管理に関する事業、スポーツを通じた体力づくりなど、心身の健康のための事業に取り組みます。
・ 妊娠期・乳幼児期、児童期・少年期、働く世代、高齢者など、ライフステージに沿った心身の健康づくりのために、健康管理の推進や生活改善に向けた取組、メンタルヘルスや自殺防止対策などの事業を実施します。
・ 子どもや成人、高齢者といったライフステージに応じたスポーツ機会を提供するほか、多くの市民が意欲的に参加できるように様々なスポーツ機会の創出に努めます。
・ 喫煙や受動喫煙による健康への影響について理解を深めるとともに、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙防止の推進に取り組みます。
・ アルコールの及ぼす害や飲酒に対する正しい知識を得るため、学習する機会を充実します。
・ 児童・生徒へ薬物乱用の害から身を守るための学習を実施します。
【主な担当課。】保健センター、地域福祉課、生涯学習課、スポーツ課、学校教育課。
施策の方向9。
男女共同参画の視点からの防災の推進。
現状と課題。
災害の発生は、すべての人の生活を脅かしますが、特に女性や子ども、脆弱な状況にある人たちがより多くの影響を受けることが指摘されています。
そのため、男女共同参画の視点を取り入れて、性別による災害から受ける影響の違いなどに配慮した平常時の備えや災害対策を行っていくことが重要です。
基本施策20。
男女共同参画の視点からの防災の推進。
避難所での生活をはじめ、災害時における男女のニーズの違い等を把握し、女性の視点を反映させるため、防災分野における女性の参画の拡大や、防災の現場における男女共同参画を推進します。
・ 女性の視点を取り入れた災害への備えを啓発します。
・ 女性が安心できる避難生活を支援します。
・ 男女双方の視点を取り入れ、自主防災会の牽引役である防災リーダーや防災ボランティアコーディネーターを養成する講座を実施します。【再掲、48ページ参照。】
・ 男女共同参画の視点からの防災について情報収集を行うとともに、庁内関係各課との連携を図ります。
【主な担当課。】危機管理課、市民協働国際課、人権生活安全課。
施策の方向10。
誰もが安心して暮らせる生活環境づくり。
【豊川市困難な問題を抱える女性への支援に関する計画】を含む。
現状と課題。
非正規雇用労働者やひとり親世帯などは、一般的に生活困難を抱えるリスクが高く、また、高齢化の進展や高齢単身世帯の増加により、高齢期の貧困などの困難を抱えるリスクについても問題となっています。
また、障害があること、外国人であることなどで、さらに複合的に困難な状況に置かれている人々や、性的指向や性自認を理由として、困難な状況に置かれている人々もいます。
市民へのアンケート調査結果では、「あなたは、性別に関することで生きづらさを感じていますか」について、「感じている」の割合が12.8％、「感じていない」の割合が86.7％であり、男性では6.6％、女性では17.0％が「感じている」と回答しています。
困難を抱えた市民が安心して暮らしていくことができるよう、自立支援や経済的支援を行い、相談体制の充実を図るとともに、誰もが、性別などを理由に、自立や社会参加への意欲が妨げられることがないよう、今後はさらに多様性を認め合い、誰もが安心して暮らすことができる差別のない社会、男女共同参画社会の実現を目指していくことが重要です。
令和6年4月1日に施行された「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」では、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活または社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性や、そのおそれのある女性について、女性の福祉、人権の尊重や擁護、男女平等の視点を明確にした上で、多様な支援が包括的に、早期から切れ目なく提供される体制の整備が基本理念として定められました。
市民へのアンケート調査結果では、女性が困難な状況から回復するために必要なことについて、「安心できる居場所」の割合が51.0％と最も高く、次いで「困難な状況に気づいてくれる人の存在」が38.9％、「一時保護などの緊急時に対応できる市の体制が整っていること」が31.0％となっています。
また、困難な問題を抱える女性が公的機関等に相談しやすい方法について、「電話」、「対面で面接相談」、「SNS。（LINE、X。（旧Twitter）、Instagram等）」の割合が高くなっています。
ＰＤＦ形式の資料では、市民へのアンケート調査結果2つを示していますが、ここでは省略します。
アンケートの設問。女性が困難な状況から回復するために必要なことについて。困難な問題を抱える女性が公的機関等に相談しやすい方法について。
基本施策21。
男女共同参画の視点に立った生活上の困難者に対する支援。
将来像「自立と支え合いの男女共同参画社会」の実現を目指して、高齢者や障害者などが健康で生き生きとした生活が送れるよう、生活支援を充実させていくとともに、社会参画を促進する事業に取り組みます。
また、高齢者や障害者、ひとり親世帯、外国人など様々な生活上の困難を抱えている人や女性であることでさらに複合的に困難な状況に置かれているひとに対して、本人の状況に配慮した自立支援・経済的支援を進めるとともに、庁内関係各課の相談員や職員の資質の向上を図っていきます。
・ 自立した生活を送ることができるように、生活困窮者に対する相談の充実を図ります。
・ 生涯を通じて社会と関わりを持ちながら活躍できるよう、高齢者への能力活用を図ります。
・ 高齢者や障害者などの経済的負担を軽減するため、医療費助成制度を実施します。
・ ひとり親家庭などの負担を軽減するため、相談事業の実施や、生活支援、就業支援、養育費確保等支援、経済的支援を実施します。
・ 地域において、障害者が自立した生活を送れるように、福祉サービスや相談支援体制の充実を図ります。
・ 高齢者の生活意欲の向上と体力の維持、健康寿命の延伸に対する意識啓発を実施し、地域生活において生きがいを持って安心して生活できるよう、福祉サービスの推進、介護保険制度の円滑な実施に取り組みます。
・ 誰もが、認知症になっても社会とのつながりを持って生き生きとした生活ができるよう、地域における認知症の理解を促進します。
・ 地域高齢者の親善と交流、健康と福祉の増進のための事業を開催し、高齢者の地域社会への参加を促します。
・ 言葉の問題で支援ニーズや意思の把握に支障が生じないよう、多言語による相談対応を行います。
・ 関係機関などが主催する相談員や担当職員向けの研修に参加したり、庁内関係各課を対象とした研修などを実施したりすることで、相談員や職員の資質向上を図ります。【67ページ、基本施策22に再掲。】
・ 関係機関や庁内関係各課との連携により、支援対象者の状況に対応できる適切な措置や一時保護体制を確保し、心身の健康の回復に向けて適切な支援を提供します。
【67ページ、基本施策22に再掲。】
【主な担当課。】地域福祉課、障害福祉課、介護高齢課、保険年金課、子育て支援課、市民協働国際課、人権生活安全課。
施策の方向11。
配偶者等からのあらゆる暴力の根絶。
【豊川市DV防止基本計画。】
【豊川市困難な問題を抱える女性への支援に関する計画】を含む。
現状と課題。
配偶者やパートナーからの暴力であるDVや、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントを始めとした各種ハラスメントは、男女共同参画社会の根底となる人権を無視した行為で、決して許されるものではありません。
特に、DVやセクシュアル・ハラスメントの被害者の多くは女性であり、それが、男女が平等な構成員として社会に参画する際の障壁となっています。その根本的な要因には、ジェンダーに基づく男性像、女性像の固定観念があります。また、DVの多くは、個人や家庭の問題であるという認識により被害が潜在化、深刻化しやすく、子どものいる家庭では、児童虐待につながることがあります。
市では、「女性に対する暴力をなくす運動期間」に合わせた、女性に対する暴力根絶のシンボル「パープルリボン」にちなんだパープル・ライトアップ事業への参加や、男女共同参画情報紙「ゆい」や市ホームページなどの機会を通じて周知啓発を行ってきました。
市民へのアンケート調査結果では、「DVを受けたことがある」ひとは20.8％で、その内容は「言葉などによる心理的攻撃」と「殴る、蹴るなどの身体的暴行」の割合が高くなっています。
DVを受けた時に相談したかについては、「相談しようと思わなかった」が46.6％と最も高く、次いで「相談したかったが、相談しなかった」が25.1％となっています。「相談しようと思わなかった」という回答の割合は、男性のほうが高くなっています。
相談しなかった理由は、「相談してもむだだと思ったから」が51.1％と最も高く、次いで「相談するほどのことではないと思ったから」が38.7％、「自分さえがまんすれば、なんとかこのままやっていけると思ったから」が34.3％となっています。
相談した場合に、安心して相談できたところについては、「自分の家族・親戚」が68.4％と最も高く、次いで「友人・知人」が42.1％、「相手の家族・親戚」が15.8％となっています。
「セクハラ（セクシュアル・ハラスメント）を受けたことがある」人は、16.4％となっています。セクハラを受けた場所については、「職場」が84.5％と最も高く、次いで「学校」が17.6％、「地域」が14.9％となっています。
現状では、家族や友人など身近な人に相談するケースがほとんどで、支援のための窓口が十分に利用されていないことや、相談しても問題が解決しないと考えている人が多いことが課題となっています。
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の改正により、市町村にも配偶者からの暴力の防止及び被害者保護のための計画の策定や配偶者暴力相談支援センターの設置が努力義務となりました。
それに対応するため、配偶者暴力相談支援センターの設置につきましては、今後、設置に向け検討を進める必要があります。
各種ハラスメントや女性などに対する暴力の根絶に向けて市民の意識を高めるため、法律や支援制度、相談窓口の情報提供を一層強化していくとともに、関係機関と連携し、被害者への支援のための保護・自立支援の体制を整えることが必要です。
ＰＤＦ形式の資料では、女性悩みごと相談件数の図と市民へのアンケート調査結果6つを示していますが、ここでは省略します。
アンケートの設問。DVを受けたことがあるかについて。DVを受けた時に相談したかについて。相談しなかった理由について。相談した場合に、安心して相談できたところについて。セクハラを受けたことがあるかについて。セクハラを受けた場所について。
基本施策22。
暴力、児童・高齢者・障害者虐待の防止対策の推進。
暴力や児童・高齢者・障害者虐待の防止、根絶に向けた啓発や相談事業の実施、関係機関との連携体制の構築と被害者の保護、自立支援のための体制づくりに取り組みます。
また、暴力や虐待被害が深刻化する前に、相談から保護・自立に至る支援を行うためには、相談窓口の広報・啓発とともに、複雑かつ多岐にわたる相談に対応するため、庁内関係各課との連携の強化により、相談体制の充実を図ります。
・ 配偶者等からの暴力の防止や、被害者の保護等に関する法律や相談窓口を周知します。
・ 暴力や児童・高齢者・障害者虐待などの根絶に向けた啓発・研修会などを実施します。
・ 暴力や児童・高齢者・障害者虐待防止対策として関係機関とのネットワークを強化します。
・ 暴力や虐待など当事者が抱える心の問題などに対して、誰もが相談しやすい環境整備を進め、相談内容に応じて関係機関や市民活動団体などの民間団体との連携を図ります。
・ 暴力などの被害者支援のため、カウンセリングや専門機関、シェルター（保護施設）などの情報を提供します。
・ 関係機関などが主催する相談員や担当職員向けの研修に参加したり、庁内関係各課を対象とした研修などを実施したりすることで、相談員や職員の資質向上を図ります。【再掲、61ページ参照。】
・ 関係機関や庁内関係各課との連携により、支援対象者の状況に対応できる適切な措置や一時保護体制を確保し、心身の健康の回復に向けて適切な支援を提供します。
【再掲、61ページ参照。】
・ 犯罪被害者等に対する意識の向上を図るとともに、犯罪被害者等に対する相談及び支援をします。
【主な担当課。】人権生活安全課、子育て支援課、地域福祉課、障害福祉課、
介護高齢課、学校教育課。
基本施策23。
多様なハラスメントの防止対策の推進。
職場などにおけるセクシュアル・ハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業などに関するハラスメントの防止対策の必要性を理解してもらうための啓発を実施します。
・ 職場におけるセクシュアル・ハラスメントや、妊娠・出産・育児休業・介護休業などに関するハラスメントの認識を高めるための啓発を進めます。
・ 職場におけるセクシュアル・ハラスメントを含めたハラスメント防止対策に向けた相談窓口を周知します。
・ 職場におけるセクシュアル・ハラスメントをはじめとした様々なハラスメント、待遇など、労働に関する相談を実施します。
・ 様々なハラスメントを防止するための職員研修を実施します。
【主な担当課。】人権生活安全課、商工観光課、人事課。
第4章．
計画の推進。
1、計画の推進体制。
1、豊川市男女共同参画審議会。
公募した市民、学識経験者、各種団体を代表する者、関係行政機関の職員などで構成する「豊川市男女共同参画審議会」において、市長の諮問に応じ、基本計画の策定及び男女共同参画の推進に関する重要な事項を調査審議して市長に答申するとともに、市が行う男女共同参画の推進に関するせ策について調査審議し、市長に意見を述べ、男女共同参画の推進に努めます。
2、庁内推進体制。
市長・副市長、教育長、病院事業管理者、部長級から構成する「豊川市男女共同参画推進会議」において、豊川市男女共同参画基本計画の効率的、効果的な推進に努めます。また、豊川市男女共同参画審議会、国・県、関係機関などとの連携に努めます。
ＰＤＦ形式の資料では、連携体制の図を示していますが、ここでは省略します。
3、市民、教育に携わる者、市民活動団体、事業者との協力・連携。
男女共同参画を推進するため、市民、教育に携わる者、市民活動団体などと協力・連携を図ります。また、男女共同参画の推進には事業者が担う役割が大きいことから、事業者に対する情報提供等を行うとともに、協力・連携に努めます。
2、計画推進のための取組。
1、相談事業の実施。
男女共同参画の推進には、市民生活を支援し、市民ニーズの的確な対応が必要となるため、相談窓口等の情報提供を行うとともに、各種相談事業における利便性の向上、相談機能や体制の充実化を図り、相談員の資質の向上に努めながら相談事業を実施します。
2、市民・事業者意識調査の実施。
市民や事業者の男女共同参画に関する意識や実態を把握し、目標値などと時系列的に比較・検証するため、男女共同参画に関する市民・事業者意識調査等を継続的に実施します。
3、計画に基づくせ策の進捗状況の公表と進行管理。
計画の各せ策を着実に推進するため、年度ごとに「Plan。計画。」「Do。実施。」「Check。評価。」「Action。かいぜん。」のPDCAサイクルによるせ策・事業の改善を図り、市民に公表します。また、豊川市男女共同参画推進会議や豊川市男女共同参画審議会で計画に記載されているせ策の進捗状況と効果等を検証・評価するとともに、社会情勢の変化などに応じて実施方法などを見直し、計画の実現を目指します。
3 、目標値
ＰＤＦ形式の資料では、男女共同参画に関する目標値の図を記載していますが、ここでは省略します。
4、用語解説。
【あぎょう。】
あいち女性輝きカンパニー認証制度。
女性の活躍推進に向け、トップの意識表明や採用拡大、職域拡大、育成、管理職登用のほか、ワーク・ライフ・バランスの推進や働きながら育児・介護ができる環境づくりをしている企業等を愛知県が認証する制度。
アンコンシャス・バイアス。
自分自身は気づいていないものの見方や捉え方の歪み・偏りのこと。
LGBTQ。
レズビアン（同性に惹かれる女性）、ゲイ（同性に惹かれる男性）、バイセクシュアル（両性に惹かれる人）、トランスジェンダー（出生時に判断された性別と性自認が一致しない人）、クエスチョニング（性のあり方が定まっていないひと又は定めていないひと）の頭文字からなる言葉。
えるぼし認定。
女性活躍推進法に基づく、一般事業主 行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良であるなどの一定の要件を満たした場合に国が認定するもの。
【かぎょう。】
合計特殊出生率。
一人の女性が一生のうちに産むだろうと見込まれる子どもの数の平均人数のこと。
固定的性別役割分担意識。
性別にかかわらず個人の能力などによって物事の役割の分担を決めることが適当であるが、「男は仕事、女は家庭」などのように性別を理由として役割を固定的に分ける考えのこと。
【さぎょう。】
ジェンダー。
生まれついての生物学的性別に対し、社会通念や慣習の中にある男性像又は女性像のような、社会によって作られた社会的性別のこと。
持続可能な開発目標。SDGs。
2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として2015年9月に国連で採択された、2030年までの国際目標をいい、ここでは17のゴール（目標）と169のターゲットが掲げられている。ゴール5ではジェンダー平等の実現が目標となっている。
せいじにん。
自分の性をどのように認識しているのか、どのような性のアイデンティティ（性同一性）を自分の感覚として持っているかを示す概念のこと。
例えば、トランスジェンダー（出生時の戸籍上の性とは異なる性自認を有する人）等の呼称がある。
性的指向。
人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念のこと。
例えば、レズビアン（同性を恋愛や性愛の対象とする女性）、ゲイ（同性を恋愛や性愛の対象とする男性）、バイセクシュアル（同性も異性も恋愛や性愛の対象とする人）等の呼称がある。
セクシュアル・ハラスメント。
性的な言動により相手方を不快にさせたり、相手手方の生活環境を害したりすることや、性的な言動に対する相手方の対応によってその者が不利益を受けること。
積極的改善措置。（ポジティブ・アクション。）
男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって、家庭、地域、学校、職場その他社会のあらゆる分野における活動に参加する機会について男女間に格差がある場合、その格差を改善するため、必要な範囲内において、男女いずれか一方に対し、その機会を積極的に提供すること。
ソジ。ソギ。
性的指向を示す（Sexual Orientation）と性自認を示す（Gender Identity）の頭文字を取った略称のこと。
【たぎょう。】
テレワーク。
情報通信技術（ICT）を活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方のこと。Tele（離れた場所）とWork（働く）を組み合わせた造語。テレワークは働く場所によって、自宅利用型テレワーク(在宅勤務)、モバイルワーク、施設利用型テレワーク(サテライトオフィス勤務など)の3つに分けられる。
デートDV。
恋人同士の間での交際相手に対する暴力のこと。例：携帯電話の着信履歴やメールをチェックする。「ばか」などと、傷つく呼びかたをする。自分の予定を優先させないと無視したり、不機嫌になったりする。無理やり性的な行為をする。いつもおごらせる。思いどおりにならないと、怒鳴ったり責めたり脅したりするなど。
ドメスティック・バイオレンス（DV）。
配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力のこと。
【はぎょう。】
パワー・ハラスメント。
職場における優越的な立場や人間関係を背景に行われる業務の適正な範囲を超えた言動により、労働者の就業環境を害する行為のこと。
ファミリー・フレンドリー企業。
仕事と育児・介護とが両立できるような様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選択できるような取組を行う企業のこと。
フレックスタイム制。
労働の場における勤務制度の一つであり、いちにちの労働時間は一定とするが、出退勤の時間を各自の裁量により決めることができる制度のこと。
【まぎょう。】
メディアリテラシー。
多様な情報を無批判に受け入れるのではなく、主体的に読み解いて自己発信する能力のこと。
【らぎょう。】
リプロダクティブ・ヘルス。
「性と生殖に関する健康と権利」と訳され、せいや妊娠・出産にかかわるすべての面で、心身ともに健康な様態を保ち、自分の心身について、自分の意思が尊重され、自己肯定できる権利のこと。
リプロダクティブ・ライツ。
産む性としての女性の自己決定権を含め、リプロダクティブ・ヘルスを享受する権利のこと。
【わぎょう。】
ワーク・ライフ・バランス。
働く人が仕事上の責任を果たしつつ「仕事」と家事・育児・介護、地域活動やボランティア活動、趣味や学習などのあらゆる個人的活動を含む「仕事以外の生活」との調和がとれ、その両方が充実している状態のこと。
資料編。
1、男女共同参画社会基本法。
○男女共同参画社会基本法（平成十一年六月二十三日法律第七十八号）。
改正、平成十一年七月十六日法律第百二号。
同、平成十一年十二月二十二日同第百六十号。
同、令和七年六月二十七日同第八十号。
目次。
前文。
第一章、総則（第一条―第十二条）。
第二章、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的せさく（第十三条―第二十条）。
第三章、男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条）。
附則。
我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。
一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。
このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくの推進を図っていくことが重要である。
ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。
第一章、 総則。
（目的）。
第一条。
この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくの基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
（定義）。
第二条。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一、 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。
二、積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
（男女の人権の尊重）。
第三条。
男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。
（社会における制度又は慣行についての配慮）。
第四条。
男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。
（政策等の立案及び決定への共同参画）。
第五条。
男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることをむねとして、行われなければならない。
（家庭生活における活動と他の活動の両立）。
第六条。
男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。
（国際的協調）。
第七条。
男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。
（国の責務）。
第八条。
国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関するせさく（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
（地方公共団体の責務）。
第九条。
地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国のせさくに準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じたせさくを策定し、及び実施する責務を有する。
（国民の責務）。
第十条。
 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。
（法制上の措置等）。
だいじゅういちじょう 。
政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
（年次報告等）。
第十二条。
政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくについての報告を提出しなければならない。
2、政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくをあきらかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
第二章、 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的せさく。
（男女共同参画基本計画）。
第十三条。
政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくの総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定めなければならない。
2、男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一、総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくの大綱。
二、前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくを総合的かつ計画的に推進するために必要な事項。
3、内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4、内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなければならない。
5、前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。
（都道府県男女共同参画計画等）。
第十四条。
都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくについての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定めなければならない。
2、都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一、 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくの大綱。
二、前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくを総合的かつ計画的に推進するために必要な事項。
3、市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくについての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。
4、都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。（せさくの策定等に当たっての配慮）。
第十五条。
国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められるせさくを策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。
（国民の理解を深めるための措置）。
第十六条。
国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならない。
（苦情の処理等）。
第十七条。
国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関するせさく又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められるせさくについての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。
（連携及び協働の促進）。
第十八条。
国及び地方公共団体は、国、地方公共団体、男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくに関する活動を行う民間の団体その他の関係者が相互に連携と協働を図ることにより男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくの効果的な推進がはかられることに鑑み、これらの者の間における協議の促進その他の関係者相互間の連携と協働を促進するために必要なせさくを講ずるように努めるものとする。
2、地方公共団体は、前項の関係者相互間の連携と協働を促進するために必要なせさくを推進するための拠点としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するように努めるものとする。
（人材の確保等）。
第十八条の二。
国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくの策定及び実施に関する業務並びに民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくに関する活動に従事する人材の確保、養成及び資質の向上に必要なせさくを講ずるように努めるものとする。
（調査研究）。
第十八条の三 。
国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくの策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとする。
（国際的協調のための措置）。
第十九条。
国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるようにつとめるものとする。
（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）。
第二十条。
 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関するせさく及び民間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関しておこなう活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第三章、 男女共同参画会議。
（設置）。
第二十一条。
 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。
（しょしょう事務）。
だいにじゅうにじょう 。 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一、男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。
二、前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。
三、前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。
四、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関するせさくの実施状況を監視し、及び政府のせさくが男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。
（そしき）。
だいにじゅうさんじょう 。
会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。
（議長）。
第二十四条。
議長は、内閣官房長官をもって充てる。
2、議長は、会務を総理する。
（議員）。
第二十五条。
議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一、内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者。
二、 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者。
2、前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。
3、第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であってはならない。
4、第一項第二号の議員は、非常勤とする。
（議員の任期）。
第二十六条。
前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 、前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。
（資料提出の要求等）。
第二十七条。
会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2、会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
（政令への委任）。
第二十八条。
この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 抄。
（施行期日）。
第一条。
この法律は、公布の日から施行する。
（男女共同参画審議会設置法の廃止）。
第二条。
 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。
（経過措置）。
だいさんじょう 。前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）第一条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。
2、この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第四条第二項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3、この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共同参画審議会の会長であるもの又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第二十四条第一項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条第三項の規定により審議会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。
附 則（平成十一年七月十六日法律第百二号）抄。
（施行期日）。
第一条。
この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一、 略。
二、 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日。
（委員等の任期に関する経過措置）。
第二十八条。
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から十まで 略。
十一、男女共同参画審議会。
（別に定める経過措置）。
第三十条。
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則（平成十一年十二月二十二日法律第百六十号）抄
（施行期日）。
第一条。
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。（以下略） 
2、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律。
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年九月四日法律第六十四号）。
最終改正、 令和七年六月十一日法律第六十三号。
目次。
第一章、総則（第一条―第四条）。
第二章、基本方針等（第五条・第六条）。
第三章、事業ぬし行動計画等。
第一節、事業ぬし行動計画策定指針（第七条）。
第二節、一般事業ぬし行動計画等（第八条―第十八条）。
第三節、特定事業ぬし行動計画（第十九条）。
第四節、女性の職業選択に資する情報の公表（第二十条・第二十一条）。
第四章、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置（第二十二条―第二十九条）。
第五章、雑則（第三十条―第三十三条）。
第六章、罰則（第三十四条―第三十九条）。
附則。
第一章．
総則。
（目的）。
第一条。
この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」という。）が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。
（基本原則）。
第二条。
女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮し、併せて、女性の健康上の特性に留意して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。
2、女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。
3、 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。
（国及び地方公共団体の責務）。
第三条。
国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則（次条及び第五条第一項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要なせさくを策定し、及びこれを実施しなければならない。
（事業主の責務）。
第四条。
 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組をみずから実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関するせさくに協力しなければならない。
第二章。
基本方針等。
（基本方針）。
第五条。
政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関するせさくを総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。
2 、基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向。
二、事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項。
三、女性の職業生活における活躍の推進に関するせさくに関する次に掲げる事項。
イ、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項。
ロ、職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項。
ハ、職場において行われる就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な措置に関する事項。
ニ、その他女性の職業生活における活躍の推進に関するせさくに関する重要事項。
四、前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項。
3、内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4、内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5、前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
（都道府県推進計画等）。
第六条。
都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関するせさくについての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。
2、市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画（次項において「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。
3、都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第三章。
事業ぬし行動計画等。
第一節、事業ぬし行動計画策定指針。
第七条。
内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第一項に規定する一般事業ぬし行動計画及び第十九条第一項に規定する特定事業ぬし行動計画（次項において「事業ぬし行動計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業ぬし行動計画策定指針」という。）を定めなければならない。
2、事業ぬし行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業ぬし行動計画の指針となるべきものを定めるものとする。
一、事業ぬし行動計画の策定に関する基本的な事項。
二、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項。
三、その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項。
3、 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業ぬし行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第二節、一般事業ぬし行動計画等。
（一般事業ぬし行動計画の策定等）。
第八条。
国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものは、事業ぬし行動計画策定指針に即して、一般事業ぬし行動計画（一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2、一般事業ぬし行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一、計画期間。
二、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標。
三、実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期。
3、第一項に規定する一般事業主は、一般事業ぬし行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理てき地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理てき地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。
4、第一項に規定する一般事業主は、一般事業ぬし行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。
5、第一項に規定する一般事業主は、一般事業ぬし行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。
6、第一項に規定する一般事業主は、一般事業ぬし行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業ぬし行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。
7、一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のものは、事業ぬし行動計画策定指針に即して、一般事業ぬし行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。
8、第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業ぬし行動計画を定め、又は変更しようとする場合について、第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業ぬし行動計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。
（基準に適合する一般事業主の認定）
第九条。
厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
（認定一般事業主の表示等）。
第十条。
前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業主」という。）は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項及び第十四条第一項において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。
2、なんぴとも、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
（認定の　とりけし）。
第十一条。
厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消すことができる。
一、第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
二、 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
三、 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。
（基準に適合する認定一般事業主の認定）。
第十二条。
厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定した一般事業ぬし行動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業ぬし行動計画に定められた目標を達成したこと、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号）第十三条の二に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第二十九条に規定する業務を担当する者を選任していること、当該女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものであるむねの認定を行うことができる。
（特例認定一般事業主の特例等）。
第十三条。
前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認定一般事業主」という。）については、第八条第一項及び第七項の規定は、適用しない。
2、特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。
（特例認定一般事業主の表示等）。
第十四条。
特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。
2 、第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。
（特例認定一般事業主の認定の取消）。
第十五条。
厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の認定を取り消すことができる。
一、第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。
二、 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
三、 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四、 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
五、 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。
（委託募集の特例等）
第十六条。
承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。
2、この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。）のうち、その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助をおこなうものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。
3、厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。
4、承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
5、職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事するものについて、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとするもの」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
6、職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。
7、厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。
第十七条。
公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。
（一般事業主に対する国の援助）。
第十八条。
国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業ぬし行動計画を策定しようとする一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業ぬし行動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業ぬし行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実施につとめるものとする。
第三節、特定事業ぬし行動計画。
第十九条。国及び地方公共団体の機関、それらのちょう又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」という。）は、政令で定めるところにより、事業ぬし行動計画策定指針に即して、特定事業ぬし行動計画（特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。）を定めなければならない。
2、特定事業ぬし行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一、計画期間。
二、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標。
三、実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期。
3、特定事業主は、特定事業ぬし行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理てき地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理てき地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。
4、特定事業主は、特定事業ぬし行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。
5、特定事業主は、特定事業ぬし行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6、特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業ぬし行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。
7、特定事業主は、特定事業ぬし行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業ぬし行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。
第四節、女性の職業選択に資する情報の公表。
（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）。
第二十条。
第八条第一項に規定する一般事業主（常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限る。）は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する次にかかげる情報を定期的に公表しなければならない。
一、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績。
二、その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績。
2、第八条第一項に規定する一般事業主（前項に規定する一般事業主を除く。）は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表しなければならない。
3、 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する第一項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表するようつとめなければならない。
（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）。
第二十一条。
特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。
一、その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績。
二、その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績。
第四章、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置。
（職業指導等の措置等）。
第二十二条。
国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2、地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3、地方公共団体は、前項に規定する業務にかかる事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。
4、前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
（財政上の措置等）。
第二十三条。
国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体のせ策を支援するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
（国等からの受注機会の増大）。
第二十四条。
国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項において「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の増大その他の必要なせ策を実施するものとする。
2、地方公共団体は、国のせ策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要なせ策を実施するように努めるものとする。
（啓発活動）。
第二十五条。
国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。
（情報の収集、整理及び提供）
第二十六条。
国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女性の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
（協議会）。
第二十七条。
当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行うくに及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、第二十二条第一項の規定により国が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。
2、協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第二十二条第三項の規定による事務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。
3、協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一、一般事業主の団体又はその連合団体。
二、学識経験者。
三、その他当該関係機関が必要と認める者。
4、協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が相互の連絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について協議を行うものとする。
5、協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
（秘密保持義務）。
第二十八条。
協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
（協議会の定める事項）。
第二十九条。
前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第五章、雑則。
（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）。
第三十条。
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条第一項に規定する一般事業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第七項に規定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
（公表）。
第三十一条。
厚生労働大臣は、第二十条第一項若しくは第二項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした第八条第一項に規定する一般事業主又は第二十条第三項に規定する情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業主もしくは特例認定一般事業主である第八条第七項に規定する一般事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
（権限の委任）。
第三十二条。
第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、第十六条、第三十条及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
（政令への委任）。
第三十三条。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第六章、罰則。
第三十四条。
第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十五条。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一、第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者。
二、第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者。
第三十六条。
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一、第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者。
二、第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者。
三、第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者。
第三十七条。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一、第十条第二項（第十四条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者。
二、第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者。
三、第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者。
四、第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者。
第三十八条。
法人の代表者又は法人若しくはひとの代理人、使用人その他の従業者が、その法人又はひとの業務に関し、第三十四条、第三十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又はひとに対しても、各本条の罰金刑を科する。
第三十九条。
第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附則抄。
（施行期日）。
第一条。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条を除く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
（この法律の失効）。
第二条。
この法律は、令和十八年三月三十一日限り、その効力を失う。
2、第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
3、協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十八条の規定（同条に係る罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
4、この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
（政令への委任）。
第三条。
前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
（検討）。
第四条。
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律。
○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律。
（平成十三年四月十三日法律第三十一号）。
最終改正、令和七年十月一日法律第五十三号。
目次。
前文。
第一章、総則（第一条・第二条）。
第一章の二、基本方針及び都道府県基本計画等（第二条の二・第二条の三）。
第二章、配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第五条の四）。
第三章、被害者の保護（第六条―第九条の二）。
第四章、保護命令（第十条―第二十二条）。
第五章、雑則（第二十三条―第二十八条）。
第五章の二、補則（第二十八条の二）。
第六章、罰則（第二十九条―第三十一条）。
附則。
我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われている。
ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。
このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するためのせ策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。
ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。
第一章、総則。
（定義）。
第一条。
この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。
2、この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。
3、この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。
（国及び地方公共団体の責務）。
第二条。
国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の保護（被害者の自立を支援することを含む。以下同じ。）を図る責務を有する。
第一章の二。
基本方針及び都道府県基本計画等。
（基本方針）。
第二条の二。
内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のためのせ策に関する基本的な方針（以下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」という。）を定めなければならない。
2、基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。
一、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項。
二、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項。
三、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のためのせ策を実施するために必要な国、地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項。
四、前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のためのせ策に関する重要事項。
3、主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4、主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
（都道府県基本計画等）。
第二条の三。
都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のためのせ策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」という。）を定めなければならない。
2、都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針。
二、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のためのせ策の実施内容に関する事項。
三、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のためのせ策を実施するために必要な当該都道府県、関係地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項。
四、前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のためのせ策の実施に関する重要事項。
3、市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のためのせ策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。
4、都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5、主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
第二章、配偶者暴力相談支援センター等。
（配偶者暴力相談支援センター）。
第三条。
都道府県は、当該都道府県が設置する女性相談支援センターその他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。
2、市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。
3、配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うものとする。
一、被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は女性相談支援員若しくは相談を行う機関を紹介すること。
二、被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。
三、被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第五条、第八条の三及び第九条において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。
四、被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
五、第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。
六、被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
4、前項第三号の一時保護は、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものとする。
5、前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6、配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。
（女性相談支援員による相談等）。
第四条。
女性相談支援員は、被害者の相談に応じ、必要な援助を行うことができる。
（女性自立支援施設における保護）。
第五条。
都道府県は、女性自立支援施設において被害者の保護を行うことができる。
（協議会）。
第五条の二。
都道府県は、単独で又は共同して、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、関係機関、関係団体、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関連する職務に従事する者その他の関係者（第五項において「関係機関等」という。）により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織するよう努めなければならない。
2、市町村は、単独で又は共同して、協議会を組織することができる。
3、協議会は、被害者に関する情報その他被害者の保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、被害者に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
4、協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
5、協議会は、第三項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
（秘密保持義務）。
第五条の三。
協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
（協議会の定める事項）。
第五条の四。
前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第三章。
 被害者の保護。
（配偶者からの暴力の発見者による通報等）
第六条。
配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならない。
2、医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。
3、刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。
4、医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。
（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等）。
第七条。
配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。
（警察官による被害の防止）。
第八条。
警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法（昭和二十九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
（警察本部長等の援助）。
第八条の二。
警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。
（福祉事務所による自立支援）。
第八条の三。
社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
（被害者の保護のための関係機関の連携協力）。
第九条。
配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
（苦情の適切かつ迅速な処理）。
第九条の二。
前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。
第四章、保護命令。
（接近禁止命令等）。
第十条。
被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫（以下この章において「身体に対する暴力等」という。）を受けた者に限る。以下この条並びに第十二条第一項第三号及び第四号において同じ。）が、配偶者（配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条及び第十二条第一項第二号から第四号までにおいて同じ。）からの更なる身体に対する暴力等により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者のもうしたてにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日から起算して一年間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。
2、前項の場合において、同項の規定による命令（以下「接近禁止命令」という。）を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立により、当該配偶者に対し、命令の効力が生じたひ以後、接近禁止命令の効力が生じた日から起算して一年を経過するひまでの間、被害者に対して次に掲げる行為をしてはならないことを命ずるものとする。
一、面会を要求すること。
二、その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三、著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
四、電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、文書を送付し、通信文その他の情報（電気通信（電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第六項第一号において同じ。）の送信元、送信先、通信日時その他の電気通信を行うために必要な情報を含む。以下この条において「通信文等」という。）をファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
五、緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、通信文等をファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールの送信等をすること。
六、汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七、その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八、その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録（電子的方式、磁気てき方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。）に係る記録媒体その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
九、その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置（当該装置の位置に係る位置情報（地理空間情報活用推進基本法（平成十九年法律第六十三号）第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下この号において同じ。）を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。）（同号に規定する行為がされた位置情報記録・送信装置を含む。）により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定める方法により取得すること。
十、その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として政令で定める行為をすること。
3、第一項の場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第十二条第一項第三号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があるとみとめるときは、接近禁止命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じたひ以後、接近禁止命令の効力が生じた日から起算して一年を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学校その他の場所において当該この身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと及び当該子に対して前項第二号から第十号までにかかげる行為（同項第五号に掲げる行為にあっては、電話をかけること及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信することに限る。）をしてはならないことを命ずるものとする。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。
4、第一項の場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項並びに第十二条第一項第四号において「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があるとみとめるときは、接近禁止命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立により、当該配偶者に対し、命令の効力が生じたひ以後、接近禁止命令の効力が生じた日から起算して一年を経過するひまでの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。
5、前項の申立は、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意）がある場合に限り、することができる。
6、第二項第四号及び第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為（電話をかけること及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信することを除く。）をいう。
一、電子メール（特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（平成十四年法律第二十六号）第二条第一号に規定する電子メールをいう。）その他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信を行うこと。
二、前号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、内閣府令で定めるものを用いて通信文等の送信を行うこと。
（退去等命令）。
第十条の二。
被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以下この条及び第十八条第一項において同じ。）が、配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、第十二条第二項第二号及び第十八条第一項において同じ。）から更に身体に対する暴力を受けることにより、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立により、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日から起算して二月間（被害者及び当該配偶者が生活の本拠として使用する建物又は区分建物（不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）第二条第二十二号に規定する区分建物をいう。）の所有者又は賃借人が被害者のみである場合において、被害者の申立てがあったときは、六月間）、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、申立の時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。
（管轄裁判所）。
第十一条。
 接近禁止命令及び前条の規定による命令（以下「退去等命令」という。）のもうしたてにかかる事件は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときはきょしょ）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
2、接近禁止命令の申立は、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。
一、申立人の住所又はきょしょの所在地。
二、当該申立に係る配偶者からの身体に対する暴力等が行われた地。
3、退去等命令の申立は、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。
一、申立人の住所又は居所の所在地。
二、当該申立に係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地。
（接近禁止命令等の申立等）。
だいじゅうにじょう 。接近禁止命令及び第十条第二項から第四項までの規定による命令の申立は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた状況（当該身体に対する暴力等を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合であって、当該配偶者であった者からの身体に対する暴力等を受けたときにあっては、当該配偶者であった者からの身体に対する暴力等を受けた状況を含む。）。
二、前号に掲げるもののほか、配偶者からの更なる身体に対する暴力等により、生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情。
三、第十条第三項の規定による命令（以下この号並びに第十七条第三項及び第四項において「三項命令」という。）の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該三項命令を発する必要があるとみとめるに足りる申立の時における事情 。
四、第十条第四項の規定による命令の申立をする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるにたりる申立の時における事情。
五、配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項。
イ、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称。
ロ、相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所。
ハ、相談又は求めた援助若しくは保護の内容。
ニ、相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容。
2、退去等命令の申立は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一、配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況（当該身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合であって、当該配偶者であった者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けたときにあっては、当該配偶者であった者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況を含む。）
二、前号に掲げるもののほか、配偶者から更に身体に対する暴力を受けることにより、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとみとめるに足りる申立の時における事情。
三、配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前二号に掲げる事項について相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項。
イ、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称。
ロ、相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所。
ハ、相談又は求めた援助若しくは保護の内容。
ニ、相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容。
3、前二項の書面（以下「申立書」という。）に第一項第五号イからニまで又は前項第三号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第一項第一号から第四号まで又は前項第一号及び第二号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録で公証人法（明治四十一年法律第五十三号）第五十三条第一項又は第五十九条第三項の認証を受けたものを添付しなければならない。
（迅速な裁判）。
だいじゅうさんじょう 。
裁判所は、接近禁止命令、第十条第二項から第四項までの規定による命令及び退去等命令（以下「保護命令」という。）の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。
（保護命令事件の審理の方法）。
第十四条。
保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立の目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。
2、申立書に第十二条第一項第五号イからニまで又は同条第二項第三号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し、又は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。
3、裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署のちょう又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。
（期日のよびだし）。
第十四条の二 。
保護命令に関する手続における期日のよびだしは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
2、呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日のよびだしをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日のよびだしを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
（公示送達の方法）。
第十四条の三。
 保護命令に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
（電子情報処理組織による申立等）。
第十四条の四。
 保護命令に関する手続における申立てその他の申述（以下この条において「申立等」という。）のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他のゆうたいぶつをいう。次項及び第四項において同じ。）をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの（当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。）については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織（裁判所の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。）と申立等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を用いてすることができる。
2、前項の規定によりされた申立等については、当該申立等を書面等をもってするものとして規定した申立等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立等に関する法令の規定を適用する。
3、第一項の規定によりされた申立等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4、第一項の場合において、当該申立等に関する他の法令の規定により署名等（署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。）をすることとされているものについては、当該申立等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5、第一項の規定によりされた申立等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6、第一項の規定によりされた申立等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
（保護命令の申立についての決定等）
第十五条。
保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。
2、保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡しによって、その効力を生ずる。
3、保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又はきょしょを管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。
4、保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニまで又は同条第二項第三号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。
5 、保護命令は、執行力を有しない。
（即時抗告）。
第十六条。
保護命令の申立についての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2、前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。
3、即時抗告があった場合において、保護命令の取消の原因となることが明らかな事情があることにつき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録がげん裁判所に存する間は、げん裁判所も、この処分を命ずることができる。
4、前項の規定により接近禁止命令の効力の停止を命ずる場合において、第十条第二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなければならない。
5、 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
6、抗告裁判所が接近禁止命令を取り消す場合において、第十条第二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければならない。
7、前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規定によりその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。
8、前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について準用する。
（保護命令の取消）。
第十七条。
保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立をした者の申立があった場合には、当該保護命令を取り消さなければならない。接近禁止命令又は第十条第二項から第四項までの規定による命令にあっては接近禁止命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した日以後において、退去等命令にあっては当該退去等命令が効力を生じたひから起算して二週間を経過した日以後において、これらの命令を受けた者が申し立、当該裁判所がこれらの命令の申立をした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。
2、前条第六項の規定は、接近禁止命令を発した裁判所が前項の規定により当該接近禁止命令を取り消す場合について準用する。
3、三項命令を受けた者は、接近禁止命令が効力を生じた日から起算して六月を経過した日又は当該三項命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した日のいずれか遅い日以後において、当該三項命令を発した裁判所に対し、第十条第三項に規定する要件を欠くに至ったことを理由として、当該三項命令の取消の申立をすることができる。
4、裁判所は、前項の取消の裁判をするときは、当該取消に係る三項命令の申立をした者の意見を聴かなければならない。
5、第三項の取消の申立についての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
6、第三項の取消の裁判は、確定しなければその効力を生じない。
7、第十五条第三項及び前条第七項の規定は、第一項から第三項までの場合について準用する。
（退去等命令の再度の申立）。
第十八条。
退去等命令が発せられた後に当該発せられた退去等命令の申立の理由となったしんたいに対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする退去等命令の再度の申立があったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由により当該発せられた命令の期間までに当該住居からの転居を完了することができないことその他の退去等命令を再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り、退去等命令を発するものとする。ただし、当該退去等命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該退去等命令を発しないことができる。
2、前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第二項各号列記以外の部分中「事項」とあるのは「事項及び第十八条第一項本文の事情」と、同項第三号中「事項に」とあるのは「事項及び第十八条第一項本文の事情に」と、同条第三項中「事項に」とあるのは「事項並びに第十八条第一項本文の事情に」とする。
（事件の記録の閲覧等）。
第十九条。
保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立に関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。
第二十条。
削除。
（民事訴訟法の準用）。
第二十一条。
この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）第一編から第四編までの規定（同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。）を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百十二条第一項本文、前条の規定による措置を開始した、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた。
第百十二条第一項ただしがき。
前条の規定による措置を開始した。当該掲示を始めた。
第百十三条。
書類又は電磁的記録、書類。
記載又は記録、記載。
第百十一条の規定による措置を開始した。裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた。
第百三十三条の三第一項。
記載され、又は記録された書面又は電磁的記録。記載された書面。
当該書面又は電磁的記録。当該書面。
又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録。その他これに類する書面。
第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項。方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法。方法。
第百六十条第一項。
最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書（期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。）。調書。
第百六十条第三項。
前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に。調書の記載について。
第百六十条第四項。
第二項の規定によりファイルに記録された電子調書。調書。
当該電子調書。当該調書。
第百六十条の二第一項。
前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容。調書の記載。
第百六十条の二第二項。
その旨をファイルに記録して。調書を作成して。
第二百五条第三項。
事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項。事項。
第二百十五条第四項。
事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項。事項。
第二百三十一条の三第二項。
若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する    又は送付する。
第二百六十一条第四項。
電子調書。調書。
記録しなければ。記載しなければ。
（最高裁判所規則）。
第二十二条。
この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第五章、雑則。
（職務関係者による配慮等）。
第二十三条。
配偶者からの暴力にかかる被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。
2、国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。
（教育及び啓発）。
第二十四条。
国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
（調査研究の推進等）。
第二十五条。
国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護にかかる人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。
（民間の団体に対する援助）。
第二十六条。
国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。
（都道府県及び市町村の支弁）。
第二十七条。
都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。
一、第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う女性相談支援センターの運営に要する費用（次号に掲げる費用を除く。）。
二、第三条第三項第三号の規定に基づき女性相談支援センターが行う一時保護（同条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用。
三、第四条の規定に基づき都道府県が置く女性相談支援員が行う業務に要する費用。
四、第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用。
2、市町村は、第四条の規定に基づき市町村が置く女性相談支援員が行う業務に要する費用を支弁しなければならない。
（国の負担及び補助）。
第二十八条。
国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。
2、国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。
一、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの。
二、市町村が前条第二項の規定により支弁した費用
第五章の二。
補則。
（この法律の準用）。
第二十八条の二。
第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手からの暴力（当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定（同条を除く。）ちゅう「配偶者からの暴力」とあるのは、「特定関係者からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条。
配偶者。第二十八条の二に規定する関係にある相手（以下「特定関係者」という。） 、被害者、被害者（特定関係者からの暴力を受けた者をいう。以下同じ。）。
第六条第一項、配偶者又は配偶者であった者、特定関係者又は特定関係者であった者。
第十条第一項から第四項まで、第十条の二、第十一条第二項第二号及び第三項第二号、第十二条第一項第一号から第四号まで並びに第二項第一号及び第二号並びに第十八条第一項、配偶者、特定関係者。
第十条第一項、第十条の二並びに第十二条第一項第一号及び第二項第一号、離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合、第二十八条の二に規定する関係を解消した場合。
第六章。
罰則。
第二十九条。
保護命令（前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項まで及び第十条の二の規定によるものを含む。第三十一条において同じ。）に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
第三十条。
第三条第五項又は第五条の三の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十一条。
第十二条第一項若しくは第二項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第二十八条の二において読み替えて準用する第十二条第一項若しくは第二項（第二十八条の二において準用する第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立をした者は、十万円以下の過料に処する。
附則抄。
（施行期日）。
第一条。
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第二章、第六条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談支 センター に係る部分に限る。）、第二十七条および第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
（経過措置）。
第二条。
平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立に係る事件に関する第十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。
（検討）。
第三条。
この法律の規定については、この法律の施行後三年をめどとして、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
 
4、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律。
○困難な問題を抱える女性への支援に関する法律。
（れいわよねんごがつにじゅうごにち、ほうりつだいごじゅうにごう ）。
最終改正、令和七年六月一日法律第六十八号。
もくじ。
第一章、総則（第一条－第六条）。 
第二章、基本方針及び都道府県基本計画等（第七条・第八条）。 
第三章、女性相談支援センターによる支援等（第九条－第十五条）。 
第四章、雑則（第十六条－第二十二条）。 
第五章、罰則（第二十三条）。 
附則。 
第一章、総則。
（目的）。
第一条。
この法律は、女性が日常生活又は社会生活を営むに当たり女性であることにより様々な困難な問題に直面することが多いことにかんがみ、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事項を定めることにより、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進し、もって人権が尊重され、及び女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。
（定義）。
第二条。
この法律において「困難な問題を抱える女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性（そのおそれのある女性を含む。）をいう。
（基本理念）。
第三条。
困難な問題を抱える女性への支援のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 、女性の抱える問題が多様化するとともに複合化し、そのために複雑化していることを踏まえ、困難な問題を抱える女性が、それぞれの意思が尊重されながら、抱えている問題及びその背景、心身の状況等に応じた最適な支援を受けられるようにすることにより、その福祉が増進されるよう、その発見、相談、心身の健康の回復のための援助、自立して生活するための援助等の多様な支援を包括的に提供する体制を整備すること。
二、困難な問題を抱える女性への支援が、関係機関及び民間の団体の協働により、早期から切れ目なく実施されるようにすること。
三、人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資することを旨とすること。
（国及び地方公共団体の責務）。
第四条。
国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、困難な問題を抱える女性への支援のために必要な施策を講ずる責務を有する。
（関連施策の活用）。
第五条。
国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を講ずるに当たっては、必要に応じて福祉、保健医療、労働、住まい及び教育に関する施策その他の関連施策の活用が図られるよう努めなければならない。
（緊密な連携）。
第六条。
国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を講ずるに当たっては、関係地方公共団体相互間の緊密な連携が図られるとともに、この法律に基づく支援を行う機関と福祉事務所（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に規定する福祉に関する事務所をいう。）、児童相談所、児童福祉施設（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第七条第一項に規定する児童福祉施設をいう。）、保健所、医療機関、職業紹介機関（労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十一年法律第百三十二号）第二条に規定する職業紹介機関をいう。）、職業訓練機関、教育機関、都道府県警察、日本司法支援センター（総合法律支援法（平成十六年法律第七十四号）第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。）、配偶者暴力相談支援センター（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成十三年法律第三十一号）第三条第一項に規定する配偶者暴力相談支援センターをいう。）その他の関係機関との緊密な連携が図られるよう配慮しなければならない。
第二章．
基本方針及び都道府県基本計画等。
（基本方針）。
第七条。
厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。
2、基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。
一、困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な事項。
二、困難な問題を抱える女性への支援のための施策の内容に関する事項。
三、その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する重要事項。
3、厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4、厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
（都道府県基本計画等）。
第八条。
都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」という。）を定めなければならない。
2、都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一、困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方針。
二、困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施内容に関する事項。
三、その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する重要事項。
3、市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。
4、都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5、厚生労働大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
第三章。
女性相談支援センターによる支援等。
（女性相談支援センター）。
第九条。
都道府県は、女性相談支援センターを設置しなければならない。
2、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）は、女性相談支援センターを設置することができる。
3、女性相談支援センターは、困難な問題を抱える女性への支援に関し、主として次に掲げる業務を行うものとする。
一、困難な問題を抱える女性に関する各般の問題について、困難な問題を抱える女性の立場に立って相談に応ずること又は第十一条第一項に規定する女性相談支援員もしくは相談を行う機関を紹介すること。
二、困難な問題を抱える女性（困難な問題を抱える女性がその家族を同伴する場合にあっては、困難な問題を抱える女性及びその同伴する家族。次号から第五号まで及び第十二条第一項において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。
三、困難な問題を抱える女性の心身の健康の回復を図るため、医学的又は心理学的な援助その他の必要な援助を行うこと。
四、困難な問題を抱える女性が自立して生活することを促進するため、就労の支援、住宅の確保、援護、児童の保育等に関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
五 、困難な問題を抱える女性が居住して保護を受けることができる施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
4、女性相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、その支援の対象となる者の抱えている問題及びその背景、心身の状況等を適切に把握した上で、その者の意向を踏まえながら、最適な支援を行うものとする。
5、女性相談支援センターに、所長その他所要の職員を置く。
6、女性相談支援センターには、第三項第二号の一時保護を行う施設を設けなければならない。
7、第三項第二号の一時保護は、緊急に保護することが必要と認められる場合その他厚生労働省令で定める場合に、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものとする。
8、前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
9、第三項第二号の一時保護に当たっては、その対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合には、当該児童の状況に応じて、当該児童への学習に関する支援が行われるものとする。
10、女性相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。
11、前各項に定めるもののほか、女性相談支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。
（女性相談支援センターの所長による報告等）。
第十条。
女性相談支援センターの所長は、困難な問題を抱える女性であって配偶者のないもの又はこれに準ずる事情にあるもの及びその者の監護すべき児童について、児童福祉法第六条の三第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業の実施又は同法第二十三条第二項に規定する母子保護の実施が適当であるとみとめたときは、これらの者を当該妊産婦等生活援助事業の実施又は当該母子保護の実施に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知しなければならない。
（女性相談支援員）。
第十一条。
都道府県（女性相談支援センターを設置する指定都市を含む。第二十条第一項（第四号から第六号までを除く。）並びに第二十二条第一項及び第二項第一号において同じ。）は、困難な問題を抱える女性について、その発見に努め、その立場に立って相談に応じ、及び専門的技術に基づいて必要な援助を行う職務に従事する職員（以下「女性相談支援員」という。）を置くものとする。
2、市町村（女性相談支援センターを設置する指定都市を除く。第二十条第二項及び第二十二条第二項第二号において同じ。）は、女性相談支援員を置くよう努めるものとする。
3、女性相談支援員の任用に当たっては、その職務を行うのに必要な能力及び専門的な知識経験を有する人材の登用に特に配慮しなければならない。
（女性自立支援施設）。
第十二条。
都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと（以下「自立支援」という。）を目的とする施設（以下「女性自立支援施設」という。）を設置することができる。
2、都道府県は、女性自立支援施設における自立支援を、その対象となる者の意向を踏まえながら、自ら行い、又は市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行うことができる。
3、女性自立支援施設における自立支援に当たっては、その対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合には、当該児童の状況に応じて、当該児童への学習及び生活に関する支援が行われるものとする。
（民間の団体との協働による支援）。
第十三条。
都道府県は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体と協働して、その自主性を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、その意向に留意しながら、訪問、巡回、居場所の提供、インターネットの活用、関係機関への同行その他の厚生労働省令で定める方法により、その発見、相談その他の支援に関する業務を行うものとする。
2、市町村は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体と協働して、その自主性を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、その意向に留意しながら、前項の業務を行うことができる。
（民生委員等の協力）。
第十四条。
民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員、児童福祉法に定める児童委員、人権擁護委員法（昭和二十四年法律第百三十九号）に定める人権擁護委員、保護司法（昭和二十五年法律第二百四号）に定める保護司及び更生保護事業法（平成七年法律第八十六号）に定める更生保護事業を営む者は、この法律の施行に関し、女性相談支援センター及び女性相談支援員に協力するものとする。
（支援調整会議）。
第十五条。
地方公共団体は、単独で又は共同して、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うため、関係機関、第九条第七項又は第十二条第二項の規定による委託を受けた者、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体及び困難な問題を抱える女性への支援に従事するものその他の関係者（以下この条において「関係機関等」という。）により構成される会議（以下この条において「支援調整会議」という。）を組織するよう努めるものとする。
2、支援調整会議は、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うために必要な情報の交換を行うとともに、困難な問題を抱える女性への支援の内容に関する協議を行うものとする。
3、支援調整会議は、前項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
4、関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するよう努めるものとする。
5、次の各号に掲げる支援調整会議を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、支援調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
一、国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は職員であった者。
二、法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの者であった者。
三、前二号に掲げる者以外の者 支援調整会議を構成する者又は当該者であった者。
6、前各項に定めるもののほか、支援調整会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援調整会議が定める。
第四章。
雑則。
（教育及び啓発）。
第十六条。
国及び地方公共団体は、この法律に基づく困難な問題を抱える女性への支援に関し国民の関心と理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
2、国及び地方公共団体は、自己がかけがえのない個人であることについての意識の涵かん養に資する教育及び啓発を含め、女性が困難な問題を抱えた場合にこの法律に基づく支援を適切に受けることができるようにするための教育及び啓発に努めるものとする。
（調査研究の推進）。
第十七条。
国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に資するため、効果的な支援の方法、その心身の健康の回復を図るための方法等に関する調査研究の推進に努めるものとする。
（人材の確保等）。
第十八条。
国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に従事する者の適切な処遇の確保のための措置、研修の実施その他の措置を講ずることにより、困難な問題を抱える女性への支援に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図るよう努めるものとする。
（民間の団体に対する援助）。
第十九条。
国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。
（都道府県及び市町村の支弁）。
第二十条。
都道府県は、次に掲げる費用（女性相談支援センターを設置する指定都市にあっては、第一号から第三号までに掲げる費用に限る。）を支弁しなければならない。
一、女性相談支援センターに要する費用（次号に掲げる費用を除く。）
二、女性相談支援センターが行う第九条第三項第二号の一時保護（同条第七項に規定する厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用。
三、都道府県が置く女性相談支援員に要する費用。
四、都道府県が設置する女性自立支援施設の設備に要する費用。
五、都道府県が行う自立支援（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用。
六、第十三条第一項の規定により都道府県が自ら行い、又は民間の団体に委託して行う困難な問題を抱える女性への支援に要する費用。
2、市町村は、市町村が置く女性相談支援員に要する費用を支弁しなければならない。
3、市町村は、第十三条第二項の規定により市町村が自ら行い、又は民間の団体に委託して行う困難な問題を抱える女性への支援に要する費用を支弁しなければならない。
（都道府県等の補助）。
第二十一条。
都道府県は、社会福祉法人が設置する女性自立支援施設の設備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。
2、都道府県又は市町村は、第十三条第一項又は第二項の規定に基づく業務を行うに当たって、法令及び予算の範囲内において、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体の当該活動に要する費用（前条第一項第六号の委託及び同条第三項の委託にかかる委託費の対象となる費用を除く。）の全部又は一部を補助することができる。
（国の負担及び補助）。
第二十二条。
国は、政令で定めるところにより、都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。
2、国は、予算の範囲内において、次に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。
一、都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第五号に掲げるもの（女性相談支援センターを設置する指定都市にあっては、同項第三号に掲げるものに限る。）
二、市町村が第二十条第二項の規定により支弁した費用
3、国は、予算の範囲内において、都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち同項第六号に掲げるもの及び市町村が同条第三項の規定により支弁した費用並びに都道府県及び市町村が前条第二項の規定により補助した金額の全部又は一部を補助することができる。
第五章。 
罰則。
第二十三条 第九条第八項又は第十五条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
附 則 抄。
（施行期日）。
第一条。
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一、次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定、 公布の日。
二、附則第三十四条の規定、 この法律の公布の日又は児童福祉法等の一部を改正する法律（令和四年法律第六十六号）の公布の日のいずれか遅い日。
三、略。
四、附則第三十六条の規定 この法律の公布の日又は刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和四年法律第六十八号）の公布の日のいずれか遅い日。
（検討）。
第二条。
政府は、この法律の公布後三年をめどとして、この法律に基づく支援を受ける者の権利を擁護する仕組みの構築及び当該支援の質を公正かつ適切に評価する仕組みの構築について検討をくわえ、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2、政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年をめどとして、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
（準備行為）。
第三条。
厚生労働大臣は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、第七条第一項から第三項までの規定の例により、基本方針を定めることができる。この場合において、厚生労働大臣は、同条第四項の規定の例により、これを公表することができる。
2、前項の規定により定められ、公表された基本方針は、施行日において、第七条第一項から第三項までの規定により定められ、同条第四項の規定により公表された基本方針とみなす。
（婦人補導院法の廃止）。
第十条。
婦人補導院法は、廃止する。
（婦人補導院法の廃止に伴う経過措置）。
第十一条。
旧婦人補導院法第十二条の規定による手当金の支給及び旧婦人補導院法第十九条の規定による遺留金品の措置については、なお従前の例による。この場合において、これらに関する事務は、法務省令で定める法務省の職員が行うものとする。
（政令への委任）。
第三十八条。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
5、豊川市男女共同参画推進条例。
○豊川市男女共同参画推進条例。
平成21年3月23日条例第15号。
目次。
ぜんぶん 。
第1章 、総則（第1条―第10条）。
第2章、 基本的施策（第11条―第19条）。
第3章、 男女共同参画審議会（第20条）。
第4章、 雑則（第21条）。
ふそく 。
我が国では、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、昭和50年の「国際婦人年」をきっかけに、国際社会における取組に連動して、男女共同参画社会の実現に向けた制度が整備され、平成11年に男女共同参画社会基本法が成立しました。
また、豊川市においては、平成13年に自立と支え合いの男女共同参画社会の実現を目指す「とよかわ男女共同参画プラン」を策定し、様々な取組を進めてきました。
しかしながら、ジェンダーが様々な場面で日本国憲法にうたわれている個人の尊重と法の下の平等を妨げることがあり、今なお、ジェンダーにとらわれた固定的な役割分担意識や慣習が根強く存在しているため、なお一層の努力が求められています。
私たちは、誰もが主体的に参画する活力あるまち豊川市として一層の発展を遂げるために、男女が性別にかかわり無く互いに人権を認め合い、自立した個人として社会のあらゆる分野に希望を持って対等に参画し、その責任を担うことができる男女共同参画社会の実現を目指し、ここに、この条例を制定します。
第1章。
 総則。
（もくてき）。
だいいちじょう 。
この条例は、男女共同参画の推進について、基本理念を定めて、市と市民、教育に携わる者、市民活動団体や事業者（以下「市民等」といいます。）の役割を明らかにし、市が行う男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を市と市民等が共に総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会を実現することを目的とします。
（定義）。
第2条。
この条例における用語の意義は、次のとおりとします。
(1)、 男女共同参画、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、その機会が確保されることにより男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいいます。
(2)、 積極的改善措置、 前号に規定する機会についての男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、その機会を積極的に提供することをいいます。
(3)、 ジェンダー、生まれついての生物学的性別に対し、社会通念や慣習の中にある男性像又は女性像のような、社会によって作られた社会的性別をいいます。
(4) 、リプロダクティブ・ヘルス、 男女が、性と生殖に関する健康を含め、生涯にわたり身体的、精神的及び社会的に良好な状態であることをいいます。
(5)、 リプロダクティブ・ライツ、 産む性としての女性の自己決定権を含め、リプロダクティブ・ヘルスを享受する権利をいいます。
（基本理念）。
第3条。
男女共同参画の推進は、次のことを基本理念として行われなければなりません。
(1)、男女が性別による差別的取扱いを受けることなく、個人として人権が尊重され、自らの意思と責任によりそれぞれの生き方を選択し、個性と能力を発揮する機会が均等に確保されること。
(2)、ジェンダーによる固定的な役割分担意識に基づく社会制度や慣行が、社会のあらゆる分野の活動における男女の自由な選択を制限することのないよう配慮されること。
(3)、男女が社会の一員として、社会のあらゆる分野における方針の決定、計画の立案等に対等に参画する機会が確保されること。
(4)、男女が家庭においてそれぞれの個性を尊重し、家族の一員としての役割を果たすとともに、互いの協力と社会的支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動とそれ以外の活動の両立ができるよう配慮されること。
(5)、男女が互いの性の理解を深めるとともに、リプロダクティブ・ヘルスとリプロダクティブ・ライツが尊重されること。
(6)、男女共同参画の推進に向けた取組が国際的な理解と協調の下に行われること。
（市の役割）。
第4条。
市は、基本理念に従い、男女共同参画の推進に関する施策（積極的改善措置を含みます。以下同じです。）を総合的かつ計画的に策定し、実施する役割があります。
2、 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するときは、国、県その他の関係機関と連携して取り組み、市民等と協力し、協働して男女共同参画を推進する役割があります。
3、市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため必要な体制を整備し、財政的な措置を執るよう努める役割があります。
4、 市は、市民等への模範として、自ら率先して男女共同参画を推進する役割があります。
（市民の役割）。
第5条。
市民は、基本理念に従い、男女共同参画について理解を深め、社会のあらゆる分野において男女共同参画を推進するよう努める役割があります。
2、 市民は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努める役割があります。
（教育に携わる者の役割）。
第6条。
教育に携わる者は、基本理念に従い、教育を行うよう努める役割があります。
2、 教育に携わる者は、その教育の中で、メディアリテラシー（多様な情報を無批判に受け入れるのではなく、主体的に読み解いて自己発信する能力をいいます。）の習得や向上のための教育を行うよう努める役割があります。
3、教育に携わる者は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努める役割があります。
（市民活動団体の役割）。
第7条。
市民活動団体は、基本理念に従い、その活動方針の決定、計画の立案等において、男女が共に参画する機会を確保するよう努める役割があります。
2、 市民活動団体は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努める役割があります。
（事業者の役割）
第8条。
事業者は、基本理念に従い、男女が職場における活動に対等に参画する機会を確保し、ワーク・ライフ・バランス（働く人が仕事とそれ以外の生活を自身が望む調和のとれた状態にできることをいいます。）に配慮した環境整備に努める役割があります。
2、事業者は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努める役割があります。
（性別による権利侵害の禁止）
第9条。
すべての人は、社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為を行ってはなりません。
(1)、性別による差別的な扱い
(2)、セクシュアル・ハラスメント（性的な言動により相手方を不快にさせたり、相手方の生活環境を害することや、性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与えることをいいます。）
(3)、ドメスティック・バイオレンス（配偶者等に対する暴力や心身に有害な影響を及ぼす言動をいいます。）
（表示する情報への配慮）。
第10条。
すべての人は、広報、報道、広告等において、ジェンダーによる固定的な役割分担や暴力行為を正当化し、助長する表現や不適切な性的表現を行わないよう努めなければなりません。
第2章。
基本的施策。
（基本計画）。
第11条。
市長は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な計画（以下「基本計画」といいます。）を策定します。
2、 市長は、基本計画を策定し、変更するときは、豊川市男女共同参画審議会の意見を聴き、市民等の意見を反映するよう努めます。
3、 市長は、基本計画を策定し、変更したときは、速やかに公表します。
（実施状況の公表）
第12条。
市長は、毎年度、基本計画に基づいた男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、公表します。
（参画機会の格差の是正）
第13条。
市は、社会のあらゆる分野の活動に参画する機会が男女に対等に確保されていないなどの格差が生じている場合は、市民等や関係機関と協力して積極的改善措置に関する情報の提供その他の格差を是正するために必要な支援をするようつとめます。
（学習の支援等）。
第14条。
市は、市民等が行う男女共同参画についての関心や理解を深めるための学習を支援し、家庭教育、学校教育、社会教育その他の教育において必要な援助ができるよう努めます。
（情報提供等）。
第15条。
市は、男女共同参画の推進に関する活動を行う市民等へ、情報を提供し、男女共同参画に関する理解をより深めるため、広く啓発活動を行います。
2、 市は、市民等に、男女共同参画を推進するうえで必要なメディアリテラシーに関する情報を提供するよう努めます。
（国際的な理解と協調のための支援）。
第16条。
市は、国際的な理解と協調の下に男女共同参画を推進し、多文化共生を目指す交流を促進するため、必要な支援ができるよう努めます。
（調査研究）。
第17条。
市は、男女共同参画の推進に必要な調査研究を行い、必要があるときは、その結果を公表します。
（意見、苦情等の申し出と処理）。
第18条。
市長は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策や男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、市民等から意見、苦情等の申し出があったときは、関係機関と連携し、必要な措置が執れるよう努めます。
（相談の申し出と処理）。
第19条。
市は、男女共同参画の推進を妨げる権利侵害について、市民等から相談の申し出があったときは、関係機関と連携し、必要な措置が執れるよう努めます。
第3章。
男女共同参画審議会。
（男女共同参画審議会）。
第20条。
市は、男女共同参画の推進に関して必要な事項を審議するため、豊川市男女共同参画審議会（以下「審議会」といいます。）を置きます。
2、審議会は、市長の諮問に応じ、基本計画の策定及び男女共同参画の推進に関する重要な事項を調査審議し、その結果を市長に答申します。
3、審議会は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策について調査審議し、市長に意見を述べることができます。
4、審議会は、委員10名以内の委員で組織します。
5、男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満とならないようにします。
6、委員の任期は2年とし、再任を妨げません。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
7、前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定めます。
第4章。
雑則。
（委任）。
第21条。
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めます。
附 則。
1、この条例は、平成21年4月1日から施行します。
2、この条例の施行の際現に男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）第14条第3項の規定に基づき策定されている市の男女共同参画計画（「とよかわ男女共同参画プラン」をいいます。）は、第11 条第1項の規定により策定された基本計画とみなします。
6、豊川市男女共同参画審議会規則及び審議会委員名簿。
○豊川市男女共同参画審議会規則。
平成21年3月25日規則第5号。
改正、平成22年3月31日規則第62号。
同、平成25年3月28日規則第15号。
どう、れいわごねん、さんがつさんじゅういちにち、きそくだいいちごう。 
豊川市男女共同参画審議会規則。
（趣旨）。
第1条、この規則は、豊川市男女共同参画推進条例（平成21年豊川市条例第15号。以下「条例」という。）第20条第7項の規定に基づき、豊川市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営について必要な事項を定めます。
（委員）。
第2条。
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。
(1)、公募した市民。
(2)、学識経験者。
(3)、各種団体を代表する者。
(4)、関係行政機関の職員。
(5)、前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者。
（会長及び副会長）。
第3条。
審議会に会長及び副会長各1人を置き、会長にあっては委員の互選により定め、副会長にあっては会長の指名した者を充てます。
2、会長は、会務を総理し、審議会を代表するとともに、審議会の会議（以下「会議」という。）の議長となります。
3、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理します。
（会議）。
第4条。
会議は、会長が招集します。
2、審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができません。
3、会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによります。
（関係者の出席）。
第5条。
審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができます。
（会議の公開）。
第6条。
会議は、公開します。ただし、会長が必要があると認めるときは、公開しないことができます。
（部会）。
第7条。
審議会は、会長が指定した事項を調査研究させるため、部会を置くことができます。
2、部会は、会長が指名する委員をもって構成します。
3、部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定めます。
4、部会長は、会務を総理し、部会の会議の議長となります。
5、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名した部会に属する委員がその職務を代理します。
6、前各項に掲げるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定めます。
（庶務）。
第8条。
審議会及び部会の庶務は、市民部人権生活安全課において処理します。
（委任）。
第9条。
この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定めます。
附　則。
この規則は、平成21年4月1日から施行します。
附　則、（平成22年3月31日規則第62号）。
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附　則、（平成25年3月28日規則第15号）。
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附　則、（令和5年3月31日規則第1号）。 
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
豊川市男女共同参画審議会委員名簿。
区分、氏名、所属等。
（1）、公募した市民。
おんだやすえ。
公募委員。
鈴木みか、
公募委員。
（2）、学識経験者。
加藤ちかこ。
豊橋創造大学、保健医療学部理学療法学科教授。
橋本きくこ。
人権擁護委員豊川地区委員
（3）、各種団体を代表するもの。
長谷川 かんいちろう。
豊川商工会議所専務理事。
神谷のりえ。
（特非）、穂の国まちづくりネットワーク代表理事。
大井れいこ。
ひまわり農業協同組合女性部代表。
山本やすひろ。
豊川市小中学校ＰＴＡ連絡協議会書記。
鈴木ともはる。
豊川市小中学校長会代表。
（4）、関係行政機関の職員。
野田ゆういち。
豊川公共職業安定所長。
計、10名。    
（敬称略）。
任期、令和7年8月1日～令和9年7月31日。
7、策定経過。
開催年月日、内容。
2022（令和3）年3月、第3次豊川市男女共同参画基本計画」策定。
2024（令和6）年8月29日。
令和6年度第2回豊川市男女共同参画審議会開催。
・豊川市男女共同参画市民意識調査について。
・豊川市の女性登用率について。
・豊川市男女共同参画基本計画の進捗状況について。
令和6年度男女共同参画推進事業について。
2024（令和6）年、9月17日～10月1日。
「豊川市男女共同参画に関する市民意識調査」実施。
「豊川市男女共同参画に関する事業所意識調査」実施。
2025（令和7）年3月12日。
令和6年度第3回豊川市男女共同参画審議会開催。
・豊川市男女共同参画に関する意識調査の報告について。
2025（令和7）年6月25日。
第3次豊川市男女共同参画基本計画中間改訂に関する説明会。
・中間改訂の方向性について。
・第3次豊川市男女共同参画基本計画中間改訂に係る調査について。
2025（令和7）年7月22日。
令和7年度第1回豊川市男女共同参画推進会議。
・第3次豊川市男女共同参画基本計画の進捗状況について。
・第3次豊川市男女共同参画中間改訂について。
・豊川市における審議会等委員への女性登用状況について。
2025（令和7）年8月19日。
令和7年度第1回豊川市男女共同参画審議会開催。
・会長の選出及び副会長の指名 。
・豊川市の女性登用率について。 
・第3次豊川市男女共同参画基本計画の進捗状況について。  
・令和7年度男女共同参画推進事業について。 
・第3次豊川市男女共同参画基本計画中間改訂について。
2025（令和7）年10月16日。
令和7年度第2回。
豊川市男女共同参画、審議会開催。 
・第3次豊川市男女共同参画基本計画中間改訂について。
8、年表。
PDF形式の資料では、男女共同参画関係年表を記載していますが、ここでは省略します。
第3次豊川市男女共同参画基本計画（改訂版）（案）。
2021（令和3）年度から2030（令和12）年度。
「自立と支え合いの男女共同参画社会」を目指して。
2026年（令和8年）　月発行。
豊川市市民部人権生活安全課。
郵便番号、442-8601、豊川市諏訪1丁目1番地。
電話、0533-89-2149。
ファクス、0533-89-2125。
Ｅメール、jinken@city.toyokawa.lg.jp。
URL、http://www.city.toyokawa.lg.jp。
